




 

2035 年の医療・介護はどうなるか 
  

協会 常任理事 

医療法人香徳会 川本一男 

 
ヘルスケア産業は、直近では 2018 年の診療報酬・介護報酬同時改定、少し先では 2025 年の地

域包括ケアシステム確立へ向けての話題が満載で、病院や老健等はもちろん、関係する取引業者に

とっては、期待と不安がいっぱいで胸がわくわくしているのではないでしょうか？ 
私がこの産業に従事するようになってから 40 年近くなり、過去には薬価の大幅引き下げ、付き

添いはずし、地域医療計画策定、介護保険制度発足、後期高齢者保険制度等いろいろな政策が行わ

れ、ヘルスケア産業も変化してきたと実感していますが、今までの感じと少し違うような気がして

います。皆様はどう思われますか？ 
直近の 2018 年同時改定はすでにいろいろ情報が出ていますので、愛知県医療法人協会の会員の

皆様は準備が進んでいると思っています。少し先の 2025 年ですが、今 2017 年で、2025 年までは

あと 8 年あります。これをあと 8 年しかないと考えるか、まだ 8 年あると考えるかで今後の取り組

みは違うものでしょうか？ それほど取り組みに違いがあるとは私は思いませんが、気持ちの持ち

ようでまだ 8 年あると考えた方がこころに余裕ができるのではないでしょうか。 
先日ニュースで見ましたが、99 年ぶりの北アメリカ横断皆既日食でトランプ大統領をはじめ、

アメリカ国民は専用グラスをかけて見ていました。日本では 2035 年に皆既日食が見られるとニュ

ースで聞き、そうだ 2035 年の医療・介護はどうなっているかと思いこの原稿を書くことにしまし

た。 
年を取ると昔の話をよくして困ると聞きます。私も年寄りですから昔の話ですが、日本は護送船

団という言葉があり昔はよかったとよく言われていました。金融機関業界は、護送船団がなくなり

再編があり三大メガバンクは、三菱東京 UFJ 銀行、みずほ銀行、三井住友銀行で他の金融機関も

合併などをして効率的に業務を行うことにより生き残っています。ヘルスケア産業も同じで、病

院・介護施設・薬品メーカー・薬品問屋も同じ道をたどっています。今後は大学などの教育関係も

同様になるかと思います。 
昨年ではありますが、2016 年の社会保険旬報の記事の、保健医療 2035 の中で渋谷氏は、「子ど

もからお年寄りまで、また、患者や住民、医療従事者まで、すべての人が安心していきいきと活躍

し続けられるように様々な暮らし方・働き方・生き方に対応できる 20 年先を見据えた保健医療シ

ステムをつくる。」といっています。今後、AI の導入、ロボットの導入が進み、大きな変化がある

と思います。考えてみれば、2027 年には名古屋と東京はリニアカーでは 40 分で行くことができ、

通勤圏といってもいいでしょう。ヘルスケア産業も愛知から東京へ進出している企業もあると思い

ます。これも暮らし方・働き方・生き方がかわります。 
2035 年の医療・介護の姿は大きく変化していると考えることができます。病院の数は 7,000 以

下となり、それに伴い調剤薬局や薬品問屋等も減少して、職員数はそのままの方が患者さんにとっ

てはよくて、先進国並みの職員数になるかと思います。 
現在の日本の薄利多売の医療制度は疲弊していますので、2035 年には是正されていることを期待

しています。  
 

巻頭言
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その他、考えるのは過ျというとڂᅇですが、そのような地域の医療・介護は大ɣپでしょうか？

8 உにᅸဋとౕ᩷にはじめて行き、ᑥはすばらしくいいところだと思いました。Ȭンǿカーでׅ

りましたが、病院があまりなく愛知県ではよく見る医療機関のჃெはなく、病気になったら一ޛឭ

えて行かないといけないかなと思ったりして、உ୴日に્送しているȉクǿーヘリのဪ組が᪽にූ

かƼました。このようなに住ǉのはいいのですが、いƟという時は大変だろうなと思って、ヘリ

にʈる医ࠖやჃ護ࠖはいるのかな、Кに፦男子や፦ڡではなくていいからなと考えてしまいました。

ௐたして過ျの地域は医療・介護の˳制は今後どうなっていくのであろうか？ 心ᣐしてもはじま

らないので、まあ、˴とかなるかと考えて名古屋に࠙りました。せっかくですから、ښ入ແฒ谷の

ϙჇとဋඑฯのϙჇをਫ਼載いたします。 
 
現在もすでにはじまっていますが、いろいろなࠀが今後も大きくなるのは᧓違いないでしょう。

過ျの地域はݱさなထが一ደになりƻとつのǳȟュニテǣができ、ᣃ会では地域包括ケアシステム

のもとにǳȟュニテǣができると思います。࠳い愛知県は一ᢿをᨊき 2035 年でもあまり変化はな

いとは思いますが、私は 80 ৗになる年ですからおそらくこのɭにはいないので、地ྉからɥを見

るか、ټ国から下を見てやっぱりそうなったかと確ᛐできるかはわかりません。今後はᒉい方々の

活躍でこのヘルスケア産業界、ཎに医療・介護のص感をᆳきᄊって、2035 年のヘルスケア産業

が活ࣱ化することを期待したいと思います。 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Ჶښ入ແฒ谷Ჸ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ᲶဋඑฯᲸ 
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ああ行記 
 

協会 理事 

医療法人ဋ中会 ᙱރ病院 

                         理事ᧈ・院ᧈ ဋ中正ᙹ 
 
この 5 年᧓は、ෙٳに行することが多くなり、ȑスȝートに௹ᚰのҮが多いこともそのᚰであ

る。ཎに年大きな国ᨥ大会にӋьしているため、ついでにԗᡀの国をᚇήすることにしている。

学会とか医療ᙻݑではないが、グループで出発している。ИめはǿǤからڼまり、ȝルトガル、ș

トȊム、ȢンǴル、Ǫーストラリア、ȕǣリȔン、ȏȯǤ、アメリカ、᪡国、ȑȊȞなど行して

きた。一ဪ感じるのは出入国の౨௹がだんだんӈしくなってきたこと。ཎにアメリカに入国すると

きは大変時᧓がかかり、ᐯࠁでᩓ子入щしてもᧈᖦのЗになっていることが多く、日本とൔべെ

に大きなᆰลでʈり੭えもុᩉと時᧓がかかる。 
 
東ҤアǸアでも国ᨥᆰลは立であるが、țーȁȟンࠊのǿンǽンニȣット国ᨥᆰลから国ϋዴ

にʈり੭えて北ᢿのᆰลにბᨕするときに、ͅټが不ᑣでბᨕしようとしてᩏのЏれႸからෙ᩿が

見えて、࣯ɥଞし、* のᘔએを感じقᓳするかと思ったのは私だけでなかった。後から聞いたとこ

ろ、そのᆰลはͅټが変わりやすく、引きᡉすことも多いとのこと。もちろん日本と違いᛔ導施設・

ᘺፗはないとのこと。実ᨥ数日後の࠙ែの行機はஹできず、1 日れになることになり、࠙国

がれるのは困るので、࣯ᢣはるかҤのȀȊン国ᨥᆰลまでをᣐしてもらった。そのも日本

ではࡑになりそうなƻどいཞ७であったが૨ӟは言えず、に日本でいう国道 1 ӭዴをឥった

が、ᑄᘺなく、ІЇ道をౝ子のクッシȧンもないにしがみついて 4 時᧓かけてʈり੭えᆰลにつ

いた。țーȁȟンࠊについてțッとした。țーȁȟンࠊは昔のҤșトȊムのǵǤǴンࠊであり、さ

すがに大ᣃࠊであり人ӝも多いᘑであるが、高ޖȓルはそれほどなく、昔のᘑ並みがあった。Ƽっ

くりしたのはᒉ者が多く、ஔٲのラッシュがすƝく、̮ӭ機も多くなく、バǤクの大፭がʩࠀໜに

進入してもᛡもഥまらずぶつからず৷けていくのにシȧックを感じた。ǿǤ、ȕǣリȔンも同様に

方から人々がഩ道に出てきて、くまでにƗやかにみ食いしているのを見ると、こちらもಏしٲ

くなり、Ψ気をもらえた気になった。ଷ᧓はくܼでじっとしており、ٲ方から活ѣするらしい。 
 
ȑȊȞはᢃඕを見るためにᚧれたが、一ᢿであるがʖे以ɥに近ˊ化が進み、ૼᣃ心では高ޖȓ

ル፭が立ち並んでいた。私たちのජまったțテルはそこそこだったが、やはりおืの出るのがफく、

ǤンȕラはまだᡙいついていないとЙ断した。ȑȊȞᢃඕを見学するためにᚇήЗで、大ᙱබͨ

に向かったが、これがなかなか古めかしいがロȞンを感じるものであった。他国からஹたᚇήܲも

いたが、ᡂみ合うことはなかった。これからも年ෙٳに行く機会はあると思うが、健ࡍに気を付

け、私がއなくてもᑣい様な診療˳制にଔく持っていきたい。 
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ᲶȑȊȞᢃඕᲸ 
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「法人の᭽щをよりˡえるໝに」 
 

協会 理事 

医療法人愛生 ݱ記ࣞ病院 

                         и理事ᧈ ݱฌࢠ 
 
皆さんは、「Ȗランȇǣング」という言葉をƝ܍知でしょうか？ 
「Ȗランȇǣング」とは、会社・ՠ品・ǵーȓスなどについて、他とଢ確にࠀК化できる̾ ᲢࣱǤ

メーǸ・̮᫂感・高ኢ感などᲣをつくりあげること、と言われています。 
々の行っている事業の多くは、医療法にؕƮいて行われています。その医療法において、࠼ԓ

についてはかなりӈしく制ᨂされてきました。また、職人気ឋの高い業界だけに、ᐯら情報を発̮

するものではない、と考える方が多いかと思います。そのໝか、多くの事業がᐯ៲のࣱ̾を人に

ˡえるということにॹれていないと、私は感じてきました。もちろん、࢘法人においても࠼報щが

大変不足しております。 
しかし、昨今ǤンǿーȍットというȄールの活用が࣯ᡮに活ࣱ化し、˴を行うにしても「ȍット

で౨ኧ」することがɼ්となってきております。そのໝ、ҽ生і働Ⴞも下記のように医療࠼ԓガǤ

ȉラǤンを੩ᅆするなど、変化しています。 
 

「・・・患者等に正確な情報が੩̓されそのᢠ৸をૅੲするᚇໜから、ܲᚇࣱ・正確ࣱを確保し

 「。くᛐめることとしたものである࠼ԓ事としてできるᨂり幅࠼、る事についてはࢽ
 

この時ˊの変化にᢘ応するため、࢘法人では、昨年から法人の᭽щをより多くの方にˡえること

をႸ的としたᒉ中心のȖランȇǣングȁーム「L�ȕǩース」を立ちɥげました。ȁームでஇИに

行ったのは、:(% のࢍ化です。țームȚーǸのТૼはもちろんのこと、ૼたにȖログも行うこと

にしました。Ȗログでは、Ӳ現ئで取り組んでいる地域ᝡྂ活ѣはѸᛯのこと、ܼ ଈ教ܴやᄂ̲会、

施設ϋバーșǭューئでのটᚃ会など、愛生の生の᭽щを発̮しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寄稿
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また、ᒉのेщから、愛生の᭽щを /I1( まんがでᘙ現することになりました。ǿǤト

ルは、「あいせいかんཋᛖ」です。あいせいかんཋᛖは、愛生で働く 3 人の人ཋᲢ「あい」「せい

じ」「かんた」Უがࣾཋᛖもዂめてኰ介しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昨今、情報があƾれる時ˊと言われています。そんな時ˊだからこそ、ᐯ៲ᢋの情報をފけたい

Ⴛに知ってもらう「Ȗランȇǣング」という取り組みが࣏ᙲだと思います。Ȗランȇǣングを行

うႻは、日᪭関わっている従業員ᲢϋᢿᲴǤンȊーȖランȇǣングᲣと、愛生を࣏ᙲとされる

方々ᲢٳᢿᲴアǦǿーȖランȇǣングᲣのӑ方があります。愛生の理ࣞ「μ従業員のཋ心ɲ᩿の

 。ᢿに情報発̮を続けていきますٳ・ᅦ」をᢋするため、今後もϋᢿ࠳
 
Ტᐻԛがわいた方は、࢘法人の +3ᲩȖログへおឭしください。お待ちしておりますᲣ 
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4& 活ѣに学ぶ 
 

協会 事務ᢿ会 ۀ員 

社会医療法人ܨ会 大同病院 

                         事務局ᧈ پ 
 
アメリカで生まれた「品ឋሥ理」の法に学Ƽ、日本のɼにᙌᡯ業を中心に「ݱᨼ団活ѣᲷ4&

活ѣ」がႮんに取り入れられたのは 1960 年ˊからです。ᙌᡯ業の会社としては、「ᙌ品品ឋの向ɥ・

安定」「生産ࣱの向ɥ」「安μな˺業」といったものがႸ的でした。 
 また従業員にとっては、ᐯɼ的なᨼ団活ѣとして、ݱグループを編し、その中からリーȀーを

ᢠƼ、リーȀーを中心に等な立ئで話し合いのئを持ち、職ئの問題について、ᐯɼ的なႸを

立て、そのႸをᢋするため、μ員Ӌьでѐщする、といったϋܾでした。 
そして、それを通じて̾人のᧈ、職ئの活ࣱ化をるのがཀྵいです。 

 それがኽௐとして会社の発ޒに寄ɨすることにつながっていきます。 

ഭӪ的に企業が˳であった࢘法人も、 2004 年 7 உからこのݱᨼ団活ѣᲷ4& 活ѣを導入して

きています。ですから今年で 13 年Ⴘになります。 
 現在、活ѣとしては、年᧓ኖ 30 ȁームほどが活ѣをしており、1 年᧓をғЏりとして活ѣの

ௐを年 6 ׅの法人μ˳の発ᘙ会でഏ発ᘙしています。 
 4 年ほどЭまでは、年᧓ 40᳸50 ȁーム、法人μ˳での発ᘙ会もほǅஉ実施していましたが、

ૼ人がفえてきたことから、教育・ਦ導や活ѣ時᧓の確保、活ѣϋܾのឋの向ɥのために、少しᙹ

をᓳとして現在のような࢟になっています。 年᧓ኖ 30 ȁームのうち、ཎにᚸ価の高いものは 

4&  。となりますࢧ員会のਖ਼ᕟをӖけ、年᧓Οᅵចとして理事ᧈᘙۀ
ここஇ近のΟᅵᘙࢧテーȞをみますと「Ꮞカメラの患者満足度をあげよう・・・Ⴣ護ᢿ・ϋᙻᦟǻ

ンǿー」、「テープの̅用を統一しよう・・・Ⴣ護ᢿ・I&U」、「業務を定時᧓ϋにやりきる��・・・

ᅹ」、「Ꭾщ౨௹を見直そう」、「病気を્ፗしている人を減らそう・・・ともに健診ᢿᧉ」といっ

たもので、患者ǵーȓスの向ɥ、業務の準化、業務の効率化、ȁーム医療のਖ਼進といったϋܾが

多くみられます。 
 Ɲ১知の方も多いかと思いますが、4& の考え方は問題ᚐൿストーリーとして、źテーȞのᢠ定Ż 

ĺź現ཞ৭੮ŻĺźႸ設定Żĺź活ѣ計画策定Żĺźᙲ׆ᚐௌŻĺź対策౨᚛Żĺź対策実施Ż 

ĺź効ௐの確ᛐᲢ定効ௐ・定ࣱ効ௐᲣŻĺź準化ŻĺźഫഥめŻĺźሥ理の定ბᲢ3'&A をׅ

すᲣŻ、といったですすめます。 
また、ȇーǿ分ௌの法としていくつかありますが、χは 4& のɡつ道φźȑȬートŻ、źཎࣱ

ᙲ׆Ż、źグラȕᲢሥ理ᲣŻ、źȁǧックシートŻ、źȒストグラムŻ、źࠋŻ、źޖКŻがあり、  

改ծのȝǤントとしてź三現ɼ፯Ტ現地、現ཋ、現ᝋᲣŻでみることや、źᨊŻᲢくせないかᲣ、 

ź変化ŻᲢ変えられないかᲣ、źኽ合ŻᲢ一ደにできないかᲣ、źቇእ化ŻᲢቇҥにできないかᲣといっ

た ßᙻໜで考えるàことがਖ਼ڜされています。 

昨今、「働き方改᪃」が、国をਫげてのᙲᛢ題となっています。  
 高齢者やࣱڡのᨽ用ਘ大、ȯークラǤȕバランスの見直しといった施策もᙲと思いますが 

4& 法を活用してȞニュアルの見直しを行い、「業務改᪃」「ˁ事のˁ方改᪃」で時᧓を出する

のはどうでしょうか。時᧓のኺ過とともにؾが変わり、வˑが変わるのはよくあることです。「働

き方改᪃Ჷ業務改᪃」と思える、今日この᪭です。 
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ǳーȇǣȍーシȧントȬーニング 
 

協会 事務ᢿ会 ۀ員 

医療法人北ᠼ会 ᔓᢼҽ生病院 

                         事務ᢿᧈˊ理 ˱ᕲᨙᒍ 
 
めた൦පڼ少期の私は、մऒがあり「ឥればすƙに˞ক」とこんな感じでしたが、ᚃのᕟめで࠷

のおかげで 5 年生の᪭にはそれなりの˳щはついていました。しかし、ྶ২となると˳щだけでは

ついていくのがᩊしく、ठしい思いをしたのをᙾえています。Ტとにかく、気合・ఌࣱでついてい

った感じですᲣそんな事があって、現在では、ᐯ分の子̓にはݱさい時からᑥ々なスȝーȄをኺ᬴

させたい思いから、ᑥ々なスȝーȄに通わせています。スȝーȄを通して、ᑥ々な人と話している

と、やはりßあの子はᢃѣᅕኺがᑣいàß足がᡮいàßǻンスがᑣいàなどの話になり、もって産ま

れたཋでたくさんኺ᬴してもどうにもならないのかと思っていました。しかし数年Эから、ᢃѣᅕ

ኺはᑣくする事ができるとのϋܾを聞く事が˴度かありましたがИめはҞ̮Ҟွでした。ある日、

ૼ聞に入っていたßݱ学生˯学年までのスȝーȄ教ܴàという࠼ԓをႸにしました。3᳸8 ബを対

ᝋにした教ܴで、ᢃѣᅕኺをᑣくするとのϋܾが書かれていました。この࠼ԓをきっかけに、その

ԓをᛠんだり、調べたりしてみました。ǭーȯーȉはǴールȇンǨǤǸとǳーȇǣȍーシȧント࠼

Ȭーニングです。 
 
ǴールȇンǨǤǸは、だいたいݱ学生˯学年までの年齢のようで、この時期に、ሂᎹのトȬーニ

ングというよりも、Й断と行ѣのᡲѣが出ஹるようにするトȬーニングᲢǳーȇǣȍーシȧントȬ

ーニングᲣを行うことで、その後のᢃѣにᑣいࢨ᪪がでるそうです。このトȬーニングを 7 つに分

けたᛟଢがありましたが、その 7 つをᛟଢするとᧈくなるので、ᐯ分なりにß見る・৭੮するàßЙ

断するàß行ѣするàの 3 つに分けてみました。この 3 つを出ஹるような事を子̓としているので、

少しኰ介してみます。 

1Შ子̓を後ろ向きに立たせ、2P ˮᩉれたئから名ЭをԠƼながら、子̓に向かってボールを 
᠃がす 

2Შ名ЭをԠばれた子̓はਰりᡉり、ボールにࡈる 

です。子̓は、ßボールのˮፗとᡮ度を৭੮しàßࡈれそうなئとǿǤȟングをЙ断しàßࡈるà

となります。 
私には、ǴールȇンǨǤǸにあたる子Ტ下の子Უと対ᝋをឭえた子Ტɥの子Უがいるので、2 人

をൔ᠋しながらᚾしてみました。やってみると、下の子はボールが行き過Ɨたり、Эだったりな

かなかうまく行きません。におހをぶつけ、ၘそうだったのでုのᢿ屋にᆆѣです。本人はಏし

くやっている様子で、これなら続けられそうかとƝたえを感じました。今度は、ɥの子です。出

ஹて࢘たりЭですが、Ӓ応がଔいと言うよりもࡈるѣ˺ᲢᏩщᲣでǿǤȟングを取っている感じで

す。こちらは、もっとᙐᩃにしてもᑣさそうです。 
もう一つです。 

1Შ子̓に船をɥに৲げさせ、さっきと同じˮのˮፗからボールを᠃がす 
2Შ子̓は、足でボールをഥめ、船をǭȣッȁする 

です。子̓は、᠃がったボールと船のុᩉやスȔーȉを৭੮・Й断、Ӗける行ѣになります。

寄稿
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やはり下の子にはᩊしい様子でしたが、ɥの子は、先ほどよりはやる気があり、ಏしそうにしてい

ました。 
これくらいのϋܾなら、ئと時᧓もかけずに、˳щもそれほど̅わずにできます。大人も多少

は効ௐがあるとの記事もありますので、これからᅸをᡇえ、ᢃѣするにはᑣい気ͅになってきます。

ᢃѣ会で活躍するお༵さんやおさんもいると思います。Ǧǩーȟングアップくらいの気持ちでや

ってみてはいかがでしょうか？ 
 
これからも、ᑥ々とᚾして子̓のᢃѣᅕኺが少しでもᑣくなればと思っていますが、1 ȶஉほど

Э、下の子がٳ食後に᠃んだᨥ、カǦンǿーのᚌに᪽をぶつけ、おࡃにƝᡕषをおかけした事をト

Ȭーニングのௐとして報ԓし、ኳわりにしたいと思います。 
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Ⴣ護ᙀя者としてのΨ気高齢者の用 
 

協会 Ⴣ護ᢿ会 ሥ理教育 ۀ員 

医療法人社団շ会 東ෙ記ࣞ病院 

                         Ⴣ護ᢿᧈ ႸҘள 
 
Ⴣ護の現ئは、年々医療の高度化・専ᧉ化によって、また、高齢患者・ᛐ知ၐ患者のفьによっ

て、Ⴣ護業務がᐔ大化・༁ᩃ化し、Ⴣ護ࠖへのਃفьとなっている。患者に安μでឋの高いჃ護

を੩̓するためにはჃ護ᙀя者を活用する˳制˺りが効ௐ的である。しかし、࢘院では常勤のჃ護

ᙀя者の用はܾତではないため、昨年11உよりΨ気高齢者をჃ護ᙀя者として用をしている。

国は「Ψ気高齢者」を 65 ബ以ɥと定፯しているが、࢘院では、定年ᡚ職後の働くॖഒのある人と

し、現在 62 ബから 73 ബのΨ気高齢者 7 名が在職している。今ׅは、Ⴣ護ᢿで働く「Ψ気高齢者」

のኰ介をする。 
が国はឬ高齢社会をᡇえたが、「アクテǣȖシニア」と言われるように、Ψ気でݼіॖഒにあ

ƾれ、ᝅかなኺ᬴と知औを持っている高齢者が多数いる。その高齢者を地域のਃいとして活躍さ

せ、「ૅえられる高齢者」から「ૅえる高齢者」への変᪃が国のᛢ題とされている。しかし、高齢

者の 7 л近くが 65 ബをឬえても働きたいとᫍっているのに対し、実ᨥ働いているのは 2 лにとど

まっているᲢニッȝン一Εዮ活躍プランよりᲣ。また、高齢ᨽ用者が᩼正ᙹᨽ用をᢠぶ一ဪの理ဌ

は、「ᐯ分のᣃ合のよい時᧓に働きたいから」Ტዮ務Ⴞ統計局の૰よりᲣであり、ᐯ分の生活もΪ

実させ、ȯークとラǤȕのバランスをとっていることがうかがえる。 
高齢者のこのようなᏑを៊まえ、࢘院のі働வˑをൿめた。і働時᧓は、一日 5 時᧓以ϋ、1

ᡵ᧓ 20 時᧓ச満のርで、Ψ気高齢者のᣃ合のᑣい時᧓࠘をڎኖしている。̊えば、ҜЭ中Ңྶ

クラȖに行くので、そのЭにஔ 6 時から 3 時᧓勤務したい、ボランテǣアやおᆚ古をしているので

一ᆰいているஉ୴日に 4 時᧓働きたい、など、Ψ気高齢者の生活ȑǿーンに合わせている。医療

現ئのኺ᬴はИめてという者もいれば、介護ᅦᅍٟもいる。そのため、勤務ϋܾは、や

ኺ᬴などにより 3 െ᨞に分けている。しかし、があっても、៲˳的・ችᅕ的なᒵをかけない

よう᠉˺業としている。 
院のΨ気高齢者は、入職からҞ年以ɥがたちˁ事にもなれ、スǿッȕともよい関係がሰけ、ど࢘

の方もᇰ᫊で勤務されている。Ψ気高齢者からは、「やりがいがある」「理がなく働けている」、

Ⴣ護ࠖからは「食事時はཱྀのも͈りたいほどࣕしいのでяかっている」など、ӑ方からᑣいӒ応

がࢽられている。このように、࢘院のΨ気高齢者は、医療現ئの「ૅえる高齢者」になり、国の政

策を̳ყし社会ᝡྂにもつながっている。そのため、今後もΨ気高齢者の用をᆢಊ的に行ってい

きたいと考えている。 
Э日本Ⴣ護協会の会ᧈ、ק本すがさんは、「Ⴣ護職はരƵまで現ࢫ」とᡓべている。ᐯ៲もݩஹ

院のΨ気高齢者のように生き生きと活躍できるよう、˳щ・気щ・知щがᘛえないよう年をƶ࢘

ていきたいと思う今日この᪭である。 
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Ჶᜒࠖ ࡻჵྞ子氏、川ແ直子氏Ჸ

 

ᇹ一Үᝋ U3 ᢀᄂ̲会  
 
報 ԓ 者Ჴ協会 事務ᢿ会 ۀ員 

医療法人北ᠼ会 ᔓᢼҽ生病院 
事務ᢿᧈˊ理 ˱ᕲᨙᒍ 

日    時Ჴ 29 年 6 உ 22 日ᲢஙᲣ10Ჴ00᳸16Ჴ00  
Ჴ愛知県医ࠖ会 9    ئ ᨞ 大ᜒؘ 
ᜒ    ࠖᲴǭȣリアカルテット ࡻჵྞ子氏、川ແ直子氏 

Ӌь人数Ჴ40 名 
 

Ჶᄂ̲ϋܾᲸ 
Ĭ ǪリǨンテーシȧン 

ᐯ分ᐯ៲のᇹ一Үᝋを知る 
ᄂ̲のႸ的を理ᚐする 
ᇹ一Үᝋのᙲࣱを理ᚐする 

ĭ ᇹ一Үᝋ U3 のໝの៲だしなみ 
៲だしなみのॖԛを理ᚐする 
᭽щあるᘙ情とは˴かを理ᚐする 
ਮਠのॖԛを理ᚐする  
ؕ本の立ち姿、おᠴΒを˳ࢽする 

Į ᩓ話応対 
ᩓ話のཎࣱを理ᚐする 
ؕ本のᩓ話応対を確ᛐする 
ロールプȬǤング 

į ዮ合まとめ 
グループȯークᲢႸ設定Უ 

 
ᲶまとめᲸ 

Ĭ ǪリǨンテーシȧン 
実ᨥに行なったᐯࠁኰ介をؕに、ႻのҮᝋをどのくらいᲢ˴ᅺᲣで、どこでᲢ˴でᲣൿめ

たかȇǣスカッシȧンし、ᇹ一Үᝋのᙲࣱを学んだ 
ĭ ᇹ一Үᝋ U3 のໝの៲だしなみ 

៲だしなみとおしǌれの違い 
៲だしなみのȝǤント 
ᘙ情とᙻዴによるႻへのҮᝋの変化 
ਮਠのȝǤントとؕ本姿ѬᲢ立ち方ᲣとおᠴΒᲢᚌ度Უ 
ཋのӖけบし方 
言葉ᢔいᲢクッシȧン言葉、ᛖ、ݭᛖᲣと᧓違えやすい言葉ᢔい 

について、実ᨥに˳᬴をしながらᇹ一Үᝋを U3 させるȝǤントを学んだ 
 
 

報告
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Į ᩓ話応対 
ᩓ話のཎࣱᲢ٣のみのǳȟュニケーシȧン、ǳストがかかる等Უ 
ᩓ話応対のؕ本Ტ姿ѬやメȢの準備等Უ 
について学Ƽ、ロールプȬǤングを実施した 

į ዮ合まとめ 
今ׅのᄂ̲をኳえ、ଢ日からの業務にどう活かすか、̾人にႸを設定し、発ᘙした 

 
ᄂ̲会ڼЭ、ዬࢌした様子でࠗにࡈりうつǉいているӋь者がほとんどでした。ᄂ̲会ڼ直

後は、ᜒࠖの話にᡉ事もなくこれからどうなっていくのか不安でしたが、ᄂ̲会が進ǉにつれて、

Ӌь者同ٟがഏᇹにちᚐけあって行く様子が感じられました。今ׅのᄂ̲会は、ૼ人だけでなく

ૼ人をਦ導する立ئになる職員も一度はӋьし、日常のᐯ分のᢀをਰりᡉる機会とするのもᑣい

と感じました。 
 

Ჶ会ئᲸ 

愛知県医療法人協会報2017  No.23712



 Ჶᜒࠖ ᩷ޛऔ፦氏Ჸ

 

医療安μ・事᧸ഥᄂ̲会ᲢჃ護職者対ᝋᲣ 
 
報 ԓ 者Ჴ協会 Ⴣ護ᢿ会 一ᑍ教育 ۀ員 

ཎ定医療法人ʶ医会 あいちリȏȓリテーシȧン病院 
リȏケアᢿᧈ ஙܑ̯ᇘ 

日    時Ჴ 29 年 6 உ 8 日ᲢஙᲣ10Ჴ00᳸16Ჴ30  
Ჴ愛知県医ࠖ会 9    ئ ᨞ 大ᜒؘ 
テ ー ȞᲴ医療安μ・事᧸ഥ  

᳸リスク感ࣱを高め、事᧸ഥ対策の実ោにつなげる᳸ 
ᜒ    ࠖᲴ社会医療法人大ᨺ会 ዮ合大ᨺ会病院 

 感௨対策ᛢ  ᛐ定Ⴣ護ࠖᲢ感௨ሥ理Უ ᩷ޛऔ፦氏 

Ӌь人数Ჴ62 名 
 

ᲶϋܾᲸ  
1Შ医療安μሥ理の現ཞと実ᨥ  

Ĭ 医療安μのؕᄽ知ᜤ ĭ 医療事の現ཞ Į Ⴣ護ࠖのᝧ務  

2Შ医療事ச᧸ഥ策  
Ĭ ǨラーǿǤプ診断 ĭ ү険ʖ知トȬーニング Į ȒȤリȏット・ᜩᦩ事̊の分ௌ  

į Ǥンシȇント・アクシȇント事̊に学ぶ  

3Შ事発生後のਘ大᧸ഥ策  
Ĭ 事発生後の対応 ĭ 報ԓ・記のȝǤント 

 
Ჶ感Ჸ 

リスクȞȍǸメントからǻーȕテǣーȞȍǸメント、医療事᧸ഥから医療安μ確保へ発े᠃੭。

फいኽௐが出てから対応するのではなく、ᑣいኽௐを導くための方策を計画・企画のെ᨞から౨᚛

し業務にᓳとしᡂǉことがᙲである。ڂに学ぶにはᨂ界があり、ڂには原׆があるという発

ेᐯ˳、言い੭えれば、ஊܹ事ᝋがឪきるまでは、˴も行ѣしないこと、「ы事̊から学ぶ」へ

発े᠃੭するという考え方が実にҮᝋ的であった。医療事の 70�にǳȟュニケーシȧンのڂが

関ɨしていることを考えたᨥ、ȁーム 67(336 のアプローȁがஊ効的である。分ௌ法として 5&A
を用いて出ஹ事්れᲢȕローȁȣートᲣの˺をしてグループȯークを実施した。 

Ĭ 持Ӌ薬のアȬȓアȁンを過йに৲ɨ、ĭ .&/ をͨሥから᩺Ꮶදݧ、Į ภፓ法で༏ͻ、の 3
事̊からグループ発ᘙを行いᝧ任ᡙӏではなく、原׆ᡙᆮをするとういうႸ的が少なからずǤメー

Ǹ出ஹたのではないかと感じた。 
 
・医療൦準 ğ 医療ॹ行 現在行われているॹ行が、൦準を満たすものかԁかの౨᚛が࣏ᙲ 
・事発生時の心しておくことᲢᨨさない うそをつかない ᝧ任᠃۫しないᲣ 
・И期対応Ტᡆᡮ ਘ大᧸ഥ ਲׅのȁȣンスをᡜさないという発ेᲣ 
 

安μሥ理のؕ本姿Ѭとして、「˴よりも、患者にܹをໝす事なかれ」Ȓȝクラテスの言葉より「ࠁ

のഒせƟる、人に施す事Ѹかれ」ǦǤリアム・ǪスラーҦٟのችᅕ ԡに関わる職業人として改

報告
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めて、原ໜׅ࠙する機会となった。ᄂ̲にӋьしたӖᜒ者Ӳ々が、安μ૨化のᣱのためॖᜤを持

って行ѣにጟげてഒしい。 
 
 

 
Ჶ会ئᲸ 
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Ჶᜒࠖ ൨קԧ子氏Ჸ

 

ᇹ 1 ׅჃ護ሥ理育ᄂ̲会 
 
報 ԓ 者Ჴ協会 Ⴣ護ᢿ会 ሥ理教育 ۀ員Ტ͵日現在Უ 

 原፦ि子ࠊ
日    時Ჴ 29 年 6 உ 14 日Ტ൦Უ10Ჴ00᳸16Ჴ30  
Ჴ愛知県医ࠖ会 9    ئ ᨞ 大ᜒؘ 
テ ー ȞᲴĬ 人をѣかすሥ理職としての品 

      ĭ Ⴣ護ሥ理とはᲢኺփのᙻໜをԃめてᲣ 

      Į Ȭȝートの書き方 

ᜒ    ࠖᲴĬ 愛知県医療法人協会 事務局ᧈ ʁ子 

       ĭ・Į 人᧓ؾ大学 Ⴣ護学ᢿ Ⴣ護学ᅹ 

  大学院 Ⴣ護学ᄂᆮᅹ ᜒࠖ ൨קԧ子氏 
Ӌь人数Ჴ54 名 

 
今年もჃ護ሥ理育ᄂ̲会ƀはじめの一ഩƁは、医療法人のӲ施設でഏɭˊのჃ護ᢿの中ఋをਃ

うሥ理者に向けた人育プログラムを、去る 6 உ 14 日にスǿートした。 
ьᕲみちよۀ員ᧈよりᄂ̲のႸ的とᄂ̲に向けたᛟଢが行われた。また、三ිࡻჃ護ᢿ会ᧈよ

り、Ӳ施設のˊᘙとしてਖ਼ᕟをӖけ、ᄂ̲をӖᜒされる 54 名μ員で、Ⴘ的に向かってᧈしてい

くことᐯᙾしてほしい。Ⴣ護ሥ理者としてࢫлを行できる人にᧈし、̲ʕをᡇえることを期

待しているとਮਠがあり、ᄂ̲が͵された。 
 

Ჶᄂ̲ϋܾᲸ 
Ⴣ護ሥ理者としてのࢫлをᛐᜤし、実ោᏡщの向ɥをるためにᇹ 1 ׅᄂ̲会として 
1ᲨǪリǨンテーシȧン 
・ᄂ̲をӖᜒするႸ的ᛟଢ、ᄂ̲スケǸュール、ۀ員のኰ介を行った。 
2Შ人をѣかすሥ理者としての品 

1Უ分かる ĺ できる。の変᪃として、じǌんけんǲームを通じႻがあるからこそできるこ

と、Ⴛに対する行ѣ・言ѣについてあるべき姿を学んでいった。 
2Უޓ先のሥ理者としてӖᜒする。Ɔॖᜤと言ѣ、社会人としてのӖᜒ姿ѬについてƇ 
3ᲣȓǸȍスȞȊーを発ੱしてӖᜒする。ƆȞȊーとは、心と࢟との調ԧƇ 
4ᲣȓǸȍスȞȊーの 5 つのؕ本として、Ĭ ਮਠ、ĭ ᘙ情、Į ៲だしなみ、į 姿Ѭと७度、

İ 言葉ᢔい、これらは、Ⴛがあって実ោされる。 
ұち、人をѣかすໝには、ᐯ៲の心がѣかないと行ѣにኽƼ付かない。 
5ᲣӖᜒ時のኖளとして、Ĭ ᐯらਮਠをする、ĭ ˁ事としてᄂ̲にӋьしていることを៊ま

え、ƾさわしいᘺでӋьすること、Į Ⴣ護ሥ理者としての姿Ѭ・७度・言葉ᢔい、へのਦ

導がされた。 
この機会にჃ護ሥ理者としてのᐯᙾを持ち実ោしていくのか考えるᄂ̲であった。   
3ᲨƀჃ護ሥ理から見たჃ護の本ឋƁ 

1ᲣჃ護の本ឋとは、Ⴣ護ሥ理の原ໜを考える。 
病院、Ⴣ護ᢿの理ࣞをどのように考えているのか、ᐯᢿፙでどんなჃ護が࣏ᙲであるかを考え

ること。Ⴣ護がᑣければ患者もᨼまる。‘இծをނくして一්たるべし’ 

報告
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Ⴣ護、ケア、ੲяについてჃ護の理ᛯをኽƼ付けてਰりᡉる。ႸのЭのჃ護がきちんとできて

いるかをሥ理者は見৷き、見直すщを高めることがᙲ。 
2Უ保яჃ法Ტ1948 年Უᇹ 1 வ「療のɭ話」「診療のᙀя」Ⴛʝの関係ࣱについて 
Ⴣ護の本ឋとは、「病人のჃ護と健ࡍをܣるჃ護」 
三の関心として、理ࣱ的な関心・心のこもった関心・২ᘐ的な関心を持つことのॖԛをȊǤ

ȁンǲールの言葉Ტ1893 年Უから学んだ。 
3ᲣჃ護ሥ理者は、組ጢとは˴か、Ⴣ護の定፯を៊まえてஇᑣのჃ護を患者やܼଈに੩̓する

ために、計画し、組ጢ化し、ਦᅆし、調ૢし、統制を行う者である。それをኺփ的なᙻໜで応

用・ᢘ応していくこと。 
4ᲣჃ護の本ឋについて、それƧれの理ᛯܼの思ेを៊まえて現ئにどうˡえていくべきか。ßᐯ

分のᢿፙにおけるჃ護の本ឋとは˴かàについて考えをグループでまとめた。 
ˊᘙ 3 グループの発ᘙを行った。それƧれのケアするͨのᏡщとして分ௌщ・Й断щ・ᚐൿщ・

行ѣщに違いがあるが、患者のニーǺに応じたケアᲴケアリングを通じてჃ護の本ឋをਰりᡉ

ってみることのᙲࣱを学んだ。 
    

 Ӌ考書ኰ介Ჴ 
 ロクシン・ロǶーȎᓸ「現ˊのჃ護におけるケアリングとしての২ᘐщ 実ោのためのȢȇル」 

ƾくろう出༿  
アーȍステǣン・Ǧǣーȇンバックᓸ「ᐮჃ護の本ឋ」 現ˊ社 

 
4ᲨȬȝートとは、他人がᛠんでᚸ価するものであり、Ȭȝートの書き方のؕ本を学んだ。 

1ᲣȬȝートを書くЭにᛢ題、テーȞについて૨ྂ౨ኧし調べる。      
2Უӓᨼした情報をૢ理しಒࣞ化にጟげる。 
3Უ今ׅの「事Эᛢ題Ȭȝート」の事̊を通し正しい書き方、Ȓントをˡえた。 
「Ȭȝートを書く」ということが「ᛯ૨を書く」ؕᄽとなる。 
4Უᄂ̲ϋܾをұ実ោにጟげるためにᄂ̲後のȬȝートにはؕ本にؕƮいたȬȝート੩出をᛢ

題とした。 
5ᲣӖᜒのための「事Эᛢ題Ȭȝート」を̾人にᡉҲし、ᜒ፯の中でᐯࠁのȬȝートをਰりᡉ

りながらのᜒ፯であった。 
 

Ჶ感ेᲸ  
ᇹ 1 ׅႸのᄂ̲として、応Ѫ者 65 名の多数の中、ᢠ出された 54 名のӖᜒ生がӋьした。ᄂ̲は

μ員がዬࢌ感に包まれる中、グループࡸ࢟で他施設の方々とԧやかにᄂ̲をӖけていた。ᄂ̲ನ

で「ሥ理者の品」の業が、グループȯークをスムーǺに導入するЏੑけとなり、活発なॖ見ʩ

੭がされていた。Ӗᜒ生の学፼७度は、ᜒࠖからのឋ問やᜒ፯に対するӒ応は大変ᑣかった。ᜒ፯

ϋܾは、Ⴣ護ሥ理的者のࢫлとしてኺփ的なᙻໜϋܾが薄かった。μ˳的にӖᜒ生がሥ理者として

日常のᐯᢿፙの「Ⴣ護」を考える機会が少ないໝ、グループȯークを通じて他者とのॖ見ʩ੭がで

きてᑣかった。 
この 54 名のӖᜒ生一人ƻとりの᫊が、ᄂ̲ኳʕ後にჃ護ሥ理者として、あるべき姿をᐯᙾし、い

きいきと᠗いていることを期待して見ܣっていきたい。 
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Ჶᜒࠖ ᙱかおる氏Ჸ

 

ᇹ 1 ׅ 42/ ᄂ̲会 
 
報 ԓ 者Ჴ協会 在ܡ医療ᅦᅍۀ員会Ჩ介護ᄂᆮ会 ۀ員 

医療法人ฌ൦会 ᝅଢ老人保健施設 
介護ᧈ ᤠங ሶ 

日    時Ჴ 29 年 5 உ 30 日Ტ້Უ14Ჴ00᳸17Ჴ00  
Ჴ愛知県医ࠖ会 9    ئ ᨞ 大ᜒؘ 
テ ー ȞᲴ下剤に᫂らず᪽を̅う̝ケア 

ᜒ    ࠖᲴ132 法人日本ǳンȁȍンス協会 会ᧈ ᙱかおる氏 
Ӌь人数Ჴ107 名 

 
年ँ̊のᙱかおる先生のᄂ̲会。 

ׅいろいろなЏりӝから「ඟ」についてのᜒ፯をᎮくことができ、ᐯ施設でのඟケアへの取

り組みを見直すᑣい機会となっています。ᙱ先生のᜒ፯をきっかけに、ᐯ施設でもࣱ̝ཞの記

をつけるようになり、下剤を減らす取り組みを続けています。 
 

 しかしながら、̝ᅼへの対応はまだまだ下剤に᫂っているという現ཞがあります。今ׅのᜒ፯で

は、「ǤȬǦスをឪこすかもしれないことを言いᚪに、いかに下剤に᫂った̝ケアをしていたか」

ということを改めて考えさせられました。これは私たちの̝ᅼに対する対応が、いかに医ࠖに᫂り

っきりになっているかのᘙれであるとも考えられます。 
 
 ̝ᅼの原׆は食事、生活፼ॹ、ᢃѣ、ストȬス、薬剤のࢨ᪪、̝時姿Ѭ等、多ޟにわたります。

医ࠖをはじめ、Ⴣ護ࠖ、リȏȓリスǿッȕ、ሥ理ٟ、薬剤ࠖ、ケアスǿッȕ、ケースȯーカー

等のӲ専ᧉ職᧓のȁームᡲઃが大Џです。そして、ȁームケアとして考えたئ合にӲ職ᆔでやれる

こと、ཎに現ئのケアスǿッȕができることがඑޛあります。 
以下、今ׅのᜒ፯で学ぶことができた、日常のケアでの大Џなɼなϋܾです。 
 
・まずឪきるᲢឪこすᲣことが大Џ。ෞ化ሥは៲˳がឪきた時にѣき出すᲢឪ立ӒݧᲣ。 
・̝は食べたもののኽௐ。̝ᅼのᙲእとして食事がஇも大きい。食ཋጞዜと発ᣞ食品をҗ分にઅ取

することが大Џ。 
・̝ॖをॸばかりしていると、̝ॖを感じなくなってしまう。̝ॖはॸさせず、トǤȬへᡲれ

ていくことが大Џ。 
・̝ॖを感じたら、正しい姿Ѭで「いきǉ」。̝ॖくいきんでも、̝はؕ本出ない。 
・正しいいきみ方は、横ᨠᐏを直ᐂの方に下げて、ןをかける。̝姿ѬはややЭͼ、ᐐをげ、

かかとをූかす。 
 
 これらはケアスǿッȕが୍െ、ؕ 本的なケアをしっかりと行うことと多くがσ通していると感じ

ました。ǪムȄに᫂らずできるᨂりトǤȬでඟすることや、ݏかせっきり、ࡈらせっきりにせず、

ᢘ度な活ѣやᢃѣをૅੲすることで、ᢃѣ不足、ሂщ˯下からいきめない、ѣかないから食ഒが˯

下する等のफࣅをᚐෞし、ᐃࡸԠԈで横ᨠᐏを下げሂщアップ、иʩ感Οˮで̝しやすい等の

 。が生まれることにもጟがりますࣅڤ

報告
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 また今ׅのᜒ፯では、ඟや৲薬の記から、̝ᅼの原׆をはじめ、̝ԗ期や̝ᅼのǿǤプを

ਖ਼ยするφ˳的な方法について、事̊をӋ考に学ぶことが出ஹました。ఌਗのあるЙ断をするɥで

も、改めてれのい記にؕƮいたアǻスメントが大Џであることを再確ᛐしました。 
 

ƀ日、ルーテǣンで下剤をませていませんか？ ഥめるとǤȬǦスをឪこすかもしれない？

ここを見直すことが大Џ。ᬛな下剤ˊは、食ཋጞዜˊにׅしてほしい。医療職がしっかりと関知

し、きちんと「̝日ᛏ」を付けることで、ఌਗのあるЙ断をすることができる。Ɓとのᙱ先生

の言葉が、ࢍくҮᝋ的だったᄂ̲会でした。 
 
 

Ჶ会ئᲸ 
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医療政策策定ۀ員会Ჩ社会保険ᢿ会 
医事業務ᄂᆮ会Ტ7 உᲣ 

 
報 ԓ 者Ჴ社会医療法人名古屋記ࣞᝠ団 ૼ生会ᇹ一病院 فဋڤ፦ 

日    時Ჴ 29 年 7 உ 20 日ᲢஙᲣ14Ჴ00᳸ 
Ჴ愛知県医ࠖ会 6    ئ ᨞ ᄂ̲ܴ 
Ӌь人数Ჴ39 名Ტᙐ数出ࠗ施設 5 施設Უ 

 
 報ԓ者ᩃ感 ی

現在、中医協においてഏׅの診療報酬改定がᜭᛯされていますが、その૰となる実७調௹がފ

き、੩出しました。このような調௹も今は :HE ǵǤトで調௹ᅚをȀǦンローȉ、その調௹ᅚやȬ

ǻᩓምȇーǿをアップローȉとなっています。'3& ȇーǿ੩出では年々੩出ȇーǿがᡙьされ、

μ国がんႇにおいてもᩓ子的なႇシステムとなってきています。今後の「地域医療ನे」「地

域包括ケアシステム」を進めていく過ᆉにおいても、ᡲઃのため様々なシステムを利用した情報の

σஊ化が࣏ᙲとなり、ᐯ院でのシステムሥ理はஇᙲᛢ題になると感じています。 
 
ഏׅ͵日Ჴ ی 29 年 8 உ 17 日ᲢஙᲣ14�00᳸ 6 ᨞ ᄂ̲ܴ 
 
事務ᢿ会ᄂ̲会を ی 9 உ、10 உ、11 உに中医協の進ཞඞを៊まえた改定ѣ向について、ఇࡸ会

社スǺケンの方をᜒࠖに、今൷ガスȓルにて͵するʖ定 
 
のțームȚーǸɥに、ኺฎᝠ政問会ᜭのࡅϋ᧚ ی 4 உ 12 日会ᜭの૰ 4 に߃طҽ生і働大ᐫᲢ࢘

時Უより੩出の「ʖ᧸・健ࡍ・医療・介護のガバȊンス改᪃」があり、3�4 には 2025 年の病࣏

ᙲがᅆされており、「地域医療ನे」のᢋのਖ਼進としてĮ診療報酬・介護報酬改定による対応

を進めるとされている。 

リンク先ᲴKWWS���ZZZ5�FDR�JR�MS�NHL]DL�VKLPRQ�NDLJL�PLQXWHV�2017�0412�VKLU\RB04�SGI 

Эׅ介護保険改定でリȏȞȍьምが、診療報酬改定でリȏႸ設定ሥ理ьምがૼ設、ഏׅの同時

改定でリȏȓリ計画書等の統一がされてくるか？ ׅࣄ期リȏ病へのアǦトカムᚸ価がૼ設され

たが、ഏׅ改定に他のႸでもアǦトカムᚸ価が取り入れられるか？ 
 

 減ໜ情報等ف・�ᡉی
用ၐͅ፭リȏȓリがࡑ・ 13 ҥˮまでに௹定されていたが、再ݙ௹でࣄ活した。 
・国保よりᡲዂ૨書あり。 
心不μのွいで %13Ტ17�SUR%13Უのᡲஉም定はᛐめられません。࣏ᙲがあるئ合はその理ဌを

Ȭǻプトに記載して下さい。ૼたにွいが生じたئ合はڼ日を変して下さい。いずれのئ合も

ಒƶ 3 かஉに 1 ׅをႸᡦとして下さい。 
・薬剤ሥ理ਦ導૰の薬ьም 50 ໜのみが௹定、ݙ௹機関に聞いたところ、᧓違いなのでᐯѣ的に

 。活させます、とのことࣄ
・高齢ᡢௌ患者のஉの保険ᚰ確ᛐにᒊॾしている。Эஉச੩出の患者にお知らせのኡをบしてい

る、˳ย定のئにஉ立を立てて੩出がفえた等の対応病院あり。 

報告
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・ࠋ薬 70 以ɥで௹定あり。「μ៲ၘのため大に࣏ᙲ」、「ᢿˮ、1 日数、ഏׅӖ診日記載」

等で通っている医療機関あり。 
・ᘐ同ॖ書ኒの医ࠖ名のҮはシȣȁȏǿでもよいか？ 直ᇿፙ名ならҮ不ᙲ。院ٳϼ方せんは、

シȣȁȏǿでよいとしている。 
・Ȭǻプトȁǧックǽȕトをいれて医事ᛢの業務が少なくなるか？ 医事システムにȑッケーǸで

入っているメーカーが多い。ȁǧックのᆉ度による、カスǿȞǤǺできるとよい。 
・іのᩓ子ᛪ൭をしているか？ 5 ӭ用ኡ等をКᡦ送付しないといけないので大変。 
・足ϼፗが続き、プロスǿンȇǣンなど̅用、病名日付が古く௹定。 
・入院中に定期ϼ方された薬剤がᡚ院時に残薬が残っているとᡚ院ϼ方になるが、そのᨥにカルテ

記載等をどうのようにしているか？ 医ࠖがϼ方せんを書き直している、残薬ᡚ院時持ち࠙りとǳ

メントを記載している。 
 。እԠ気ᚾ᬴を患者がऒをഥめられないためᙐ数ׅ実施をᛪ൭し、௹定ބ・
・ᡉ、減ໜ率をどのように出しているか？ 他の医療機関はどのᆉ度か？ ˑ数șースや金᫇șー

スなどで変わる、金᫇șースで減ໜ率が 0�3�以下と言われているが、他院とൔべるよりᐯ院での

変化を見た方がよい。 
・バǻȉǦ病で 76+ Ȭǻプǿー৴˳をஉ౨௹で௹定。ᡲஉ࣏ᙲか？ 薬剤変があるなど理ဌを

記載すればよいのでは。 
・ロボットスーȄの対ᝋ၌患以ٳの患者をᐯᝲで実施することはӧᏡか？ ҽ生局に聞く。 
・μ国がんႇはИׅの診断時にႇ、2016 年分は 2017 年 12 உまでにႇの࣏ᙲがある。ώ

子が出ているのでよくᛠんでႇを。 
・患者ǵȝート˳制ьምの医療関係職ᆔ等は事務でもよかったが、ኺ過ਜ਼ፗがЏれてᄂ̲Ტ20 時

᧓ 3 日᧓Უが࣏ᙲとなっている。 
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医療政策策定ۀ員会Ჩ社会保険ᢿ会 
医事業務ᄂᆮ会Ტ8 உᲣ 

 
報 ԓ 者Ჴ医療法人ᝠ団愛ඡ会 愛知国ᨥ病院 Փຓ利ଯ 

日    時Ჴ 29 年 8 உ 17 日ᲢஙᲣ14Ჴ00᳸ 
Ჴ愛知県医ࠖ会 6    ئ ᨞ ᄂ̲ܴ 
Ӌь人数Ჴ38 名Ტᙐ数出ࠗ施設 6 施設Უ 

 
 報ԓ者ᩃ感 ی

社会保険診療報酬ૅؕ金は、2022年度までにݙ௹の9лについてǳンȔューǿがϼ理をするႸ

がႮりᡂまれており、ᣃ道ࡅ県にばらつきのあるૅルールを統一し、業務の効率化を進めるƶら

いがあります。 
ᐯ院のᛪ൭業務においても、人とǳンȔューǿがᙐして行っているᢿ分のᑣしफしを見ಊめ、ǳン

Ȕューǿのཎࣱを活かしなる効率化をっていきたいと思います。 
 

ഏׅ͵日Ჴ ی 29 年 9 உ 21 日ᲢஙᲣ14�00᳸ 6 ᨞ ᄂ̲ܴ 
 
 減ໜ情報等ف・ᡉ ی
・地域包括ケア病から療病のᆆѣ日にም定したリȏȓリテーシȧンዮ合実施計画書の減ໜあ

り。 
・Ǫǭǵロールද、ȑーǵȓȖදを併用したところȬǻプトのᡉとなり、ၐཞᛇ記を൭められた。 
・ʧくなられた患者様のƝܼଈから、患者様が生Эにᛐ知ၐがあったという診断書がഒしいと̔᫂

があった。 ĺ Ӳܼࡊでの問題もあるが、カルテɥの事実を記載してบすことは問題ない。 
・%13 ౨௹を心不μွいのまま 3 かஉ以ϋに行ってしまい、3 ˑ減ໜあり。 
 &7 જࢨの同日 2 ׅႸજࢨが 4 ˑ減ໜ。ዬࣱ࣯がなければ一ᡲとしてৢわれてしまう。 
・ ȯーȕǡリン用中の患者に 37、A377 を施行。ǳメントで「ȯーȕǡリン用中」とȬǻプ

トに載せていたが、A377 のみ減ໜとなった。 ĺ  A377 を行う理ဌが࣏ᙲと思われる。 
・リȏȓリテーシȧンዮ合実施計画書を診療実日数 1 日でም定した。 
 1 日では計画書は˺できないとされ減ໜとなった。 
・ϋᙻᦟ౨௹Эの感௨ၐ౨௹にて +%V ৴原、+&9 ৴˳、ప౨௹を行っている。ప౨௹のみ減

ໜとなった。 ĺ 診療ໜ数ଔ見ᘙにはም定ӧと記載されている。 
・ȦȊシンᥪを感௨ၐにかかりやすい患者にϼ方することができるか。 ĺ 一ᢿの薬剤をᨊき、ʖ

᧸的̅用がᛐめられている薬剤は少ない。 
薬剤メーカーに問い合わせたが、ᢘ応でないとのᡉ事をもらった。 
・A69Ტॸࣱ心不μᲣ̅用時のȬǻプトǳメントをどのように記載しているか。 
・ᘉ෩Ϲီ常で F'3、' ȀǤȞーを行ったئ合は、φ˳的な病名が࣏ᙲとなる。 
・ロボットスーȄを̅用しての療と定期診療がฆ合診療に࢘たるかҽ生局へ問合せしたところ、

定期診療とはКのؾにて行う分についてはฆ合診療には࢘たらないとׅሉがあった。 

報告
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連絡事項　　　No.109

目　　次
　　　― 連　 絡　 事　 項 ―

　　　【厚生労働省・愛知県から】

23　・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 2条第15項に規定

する指定薬物及び同法第76条の 4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正につい

て（通知）

23　・外国の病院における臨床研修の一部を認定するための手続について（通知）

25　・「医療法等の一部を改正する法律」の公布について（通知）

28　・ヒアリに刺された場合の留意事項について

29　・予防接種間違いの防止について（通知）

29　・局地的な災害により入院患者の転院が必要な場合の対応について（通知）

31　・愛知県病院開設等許可事務取扱要領の一部改正について（通知）

32　・新医薬品等の再審査結果　平成29年度（その 1）について（通知）

32　・重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に係る注意喚起について（通知）

33　・コデインリン酸塩水和物又はジヒドロコデインリン酸塩を含む医薬品の「使用上の注意」

改訂の周知について（依頼）

35　・Ｂ型慢性肝疾患治療薬「ベムリディ®錠25㎎」の中国国内で確認された偽造品について（通

知）

35　・情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）について（通知）

38　・「医療計画について」の一部改正について（通知）

　　　【愛知労働局長から】

45　・お知らせ

この記事は、一般社団法人愛知県病院協会のご協力をいただき編集しています。
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ձใ（愛知県病院ڠձ）		第277号　平成29年9月 21

関係行政機関からの

【厚生労働省・愛知県から】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬
物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について（通知）
・29医安第475号　平成29年6月26日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医薬安全課監視グルー
プ　052-954-6344）

・薬生発0621第2号　平成29年6月21日　厚生労働省医薬・生活衛生局長
　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以
下「法」という。）第2条第15項に規定する指定薬物等については、医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医
療等の用途を定める省令（平成19年厚生労働省令第14号）において定めています。
　本日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定す
る指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令（平成29
年厚生労働省令第12号）が公布されましたので、下記について御了知の上、関係各方面に対する周知
と適切な指導をお願い申し上げます。

記
1.	指定薬物の指定
　（1）新たに指定された物質
　　	　次に掲げる4物質について、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用（当該作用の維持
又は強化の作用を含む。）を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生
上の危害が発生する恐れがあると認められたことから、法第2条第15項に規定する指定薬物とし
て指定した。

　　①1－（4－クロロフェニル）－N－メチルプロパン－2－アミン及びその塩類
　　②	1－（4－シアノブチル）－N－（2－フェニルプロパン－2－イル）－1H－インダゾール－3－

カルボキサミド及びその塩類
　　③N－（1－フェネチルピペリジン－4－イル）－N－フェニルアクルウアミド及びその塩類
　　④2－（メチルアミノ）－2－フェニルシクロヘキサン及びその塩類
　（2）指定された物質を含む物
　　	　（1）に掲げる物質のいずれかを含有する物（ただし、元来これらの物質を含有する植物を除く。）
は、指定薬物であり、規制の対象となる。

2.	施行期日
　　公布の日（平成29年6月21日）から起算して10日を経過した日（平成29年7月1日）から施行する。

外国の病院における臨床研修の一部を認定するための手続について（通知）
・29医務第574号　平成29年6月26日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医務課医務グループ　
052-954-6274）

・医政発0809第4号　平成29年4月14日　厚生労働省医政局長
　外国の病院における臨床研彦の取扱いについては、医師法（昭和23年法律第201号）第16条の2第4
項において、厚生労働大臣が適当と認める場合は、臨床研彦病院（同条第1項の規定に基づき厚生労
働大臣の指定する病院）とみなすこととされておりますが、今般、日本の臨床研彦病院が外国の病院
において臨床研彦を受けた者を受け入れた場合に、当該外国の病院を臨床研彦病院とみなすための手
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ଓきについて、下記のとおり定めましたので௨知します。
ಛผ۠、関係ஂ体等に周知方、ࢢの保健ॴઃஔو、を御ཧղの上ࢫ৬におかれましては、झو　
ΑΖしくお願いします。
　なお、「外国の病院で受けた臨床研मの一部を認定するための手ଓ等について」（平成20年7月9日
け医政医発第0709001号厚生労働省医政局医ࣄ課長௨知）はഇࢭします。

記
	1　झࢫ
　	　厚生労働大臣は、外国の病院について、日本の基ܕװ臨床研彦病院又はܕྗڠ臨床研म病院と同
等の研मڥをඋ͑ていると認められる場合に、当該外国の病院を基ܕװ臨床研म病院又はܕྗڠ
臨床研彦病院とみなす。
　	　また、外国の病院で臨床研彦を受けた者を受け入れる日本の基ܕװ臨床研彦病院又は基ܕװ૬当
大ֶ病院（以下「受入病院」という。）は、当該者の外国における臨床研मの༰を౿ま͑、臨床
研彦の౸ୡඪのୡ成がࠐݟめる૯合తな研मプログϥϜを作成し、臨床研मを࣮施するととに、
日本の臨床研मのम了基४にΑり当該者のम了認定を行う。
	2　৹ࠪの༰
　		1）外国の病院の৹ࠪ
　　　	　日本の基ܕװ臨床研म病院又はܕྗڠ臨床研म病院と同等の研मڥをඋ͑ていると認めら

れること。
　		2）研मプログϥϜ
　　　	　外国の病院における臨床研मにՃ͑、日本で臨床研मをཤमすることにΑり臨床研मの౸ୡ

ඪのୡ成がࠐݟまれる༰であること。
　　　	　ただし、①、②いずれの場合において、ඞमՊとなͬている「Ҭ医療」については、

զが国におけるҬのಛ性にଈした医療についてཧղし、࣮ફすることがॏཁであることから、
日本国で1月以上の研मを行うこととする。

　　　　①	　外国の病院を基ܕװ臨床研म病院とみなす場合（基ܕװ臨床研म病院とみなす外国の病
院にՃ͑、ܕྗڠ臨床研म病院とみなす外国の病院において研मを行ͬた場合を含む）、
研म期ؒについては、外国の病院における臨床研मの期ؒを含めて2年以上であり、かつ、
受入病院における臨床研मの期ؒ（外国の病院で臨床研मを行うલに、日本のผの基ܕװ
臨床研म病院又は基ܕװ૬当大ֶ病院において臨床研मを行ͬていた場合は、当該臨床研
मの期ؒを含む。②において同͡。）が合Θͤて1月以上であること。ただし、基ܕװ臨床
研म病院とみなす外国の病院と日本の基ܕװ臨床研म病院又は基ܕװ૬当大ֶ病院での研
म期ؒの合ܭが8月以上であること。なお、当該研म期ؒの合ܭは1年以上であることが
ましいこと。

　　　　②	　外国の病院をܕྗڠ臨床研म病院とみなす場合、研म期ؒについては、外国の病院にお
ける臨床研मの期ؒを含めて2年以上であり、かつ、受入病院における臨床研मの期ؒが
合Θͤて8月以上であること。なお、当該研彦期ؒの合ܭは	1年以上であることがましい
こと。

	3　৹ࠪに係る手ଓ
　	　受入病院がඞཁॻ類をఴし、方厚生局健康福祉部医ࣄ課に申する。申࣌期は、ݪଇとして、
当該者が日本において研मを։࢝するલとするが、当該者の受入༧定がある場合は、ૣめに方厚
生局に૬ஊすること。
	4　ඞཁॻ類
　		1）外国の病院に関するॻ類
　　　①外国の病院に関する認定申ॻ（༷ࣜ1）
　　　②①のߟࢀとなる外国の病院からのॻ類等
　　　③外国の病院における臨床研मに対する受入病院のҙݟॻ
　		2）研मプログϥϜに関するॻ類
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ূڐ又はొূॻのࣸし（臨床研彦を行うのに医師໔ূڐଇとして外国で取ಘした医師໔ݪ	①　　　
をඞཁとしない場合には、それがかるの。）

　　　②外国の病院における臨床研मのプログϥϜの֓ཁを໌らかにしたॻ類
　　　③	外国の病院における臨床研मのཤम又はम了のূ໌ॻ（臨床研彦を受けた療Պ及び期ؒが

ࣔされているのであること。また、ݪଇとして臨床研मを受けた機関の長がূ໌したの
であること。）

　　　④	医師法第16条の2第1項に規定する臨床研मに関する省令の施行について（平成15年6月12日
け医政発第	0612004	号厚生労働省医政局長௨知）に定める臨床研म病院指定申ॻ（༷ࣜ
1）4ʙ5

　　　ᶇ	外国の病院及び受入病院における臨床研मのプログϥϜ（外国における臨床研मの༰及び、
その研म༰を౿ま͑た、臨床研मの౸ୡඪのୡ成がࠐݟめる૯合తな研मプログϥϜ）
について記ࡌすること。（༷ࣜ2）

　　　ᶈ平成16年4月1日以߱に日本で臨床研मを受けたことがある場合は、臨床研म中அূのࣸし
　　　ᶉ確認した臨床研मの༰に係る受入病院ҙݟॻ
　　　ᶊ受入࣌における受入病院にΑる研म医のධՁ（༷ࣜ3）
　		3）本人に関するॻ類
　　　①日本で取ಘした医師໔ূڐのࣸし
　　　②当該者のཤྺॻ
　　ˎ　作成上のҙ
　　　1　ඞཁॻ類については、方厚生局健康福祉部医ࣄ課Ѽにݪ本1部及びࣸし1部をఏग़すること。
　　　2　ඞཁॻ類のうͪ外国ޠで記ࡌされているのは、その日本ޠ༁をఴすること。
　　　3　2）①、ᶈ及び3）①については、各ݪ本において確認した上で、ࣸしをఏग़する
	5　ืू定һとの関係
　	　外国の病院で臨床研मを受けた者を受け入れる場合、適切な指導体制が確保されていると認めら
れる場合には、ݪଇとして、各病院のืू定һとは関係なく当該者を受け入れることができること。
ただし、当該者を医師臨床研मϚοチング݁ՌにΑり受け入れる場合には、ืू定һのൣғとす
ること。

ʮ医療法等の一部を改正する法律ʯのެについて（通知）
・29医務第587号、29生衛第493号　平成29年6月30日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医務
課医療指導グループ　052-954-6275、生活衛生課ࠪݕཧグループ　052-954-6300）

・医政発0414第6号　平成29年6月14日　厚生労働省医政局長
　医療法等の一部を改正する法律（平成29年法律第57号。以下「改正法」という。）については、本
日公布され、ॱ次施行することとされたとこΖです。
　改正のझࢫ及びओな༰は、下記のとおりですので、े 御了知の上、ࢢொଜ（ಛผ۠を含む。）
を࢝め、関係者、関係ஂ体等に周知をお願いகします。

記
第1　改正のझࢫ
　			　安全で適切な医療ఏڙの確保をਪਐするため、ݕ体ࠪݕのਫ਼の確保、ಛ定機病院のཧ及
びӡӦに関する体制の強化、医療に関するࠂ規制のݟし、持の定めのない医療法人のҠ行
。ずることߨը認定制のԆ長等のાஔをܭ
第2　改正法のओな༰
　1　医療法（昭和23年法律第205号）の一部改正
項ࣄのਫ਼の確保に関するࠪݕ体ݕ（1）　
　　ア	　病院、療ॴ又はॿ࢈ॴ（以下「病院等」という。）のཧ者は、当該病院等において、臨

床ٕࠪݕ師等に関する法律（昭和33年法律第76号）第2条に規定するݕ体ݕ （ࠪ以下「ݕ体ࠪݕ」
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という。）のۀ務を行う場合は、ݕ体ࠪݕのۀ務を行う施ઃのߏઃඋ、ཧ৫、ݕ体ࠪݕ
のਫ਼の確保の方法そのଞのࣄ項をݕ体ࠪݕのۀ務の適正な࣮施にඞཁなのとして厚生労働
省令で定める基४に適合さͤなけれならないのとすること。（第15条の2関係）

　　イ	　病院等のཧ者は、ݕ体ࠪݕのۀ務をҕୗしΑうとするときは、次に掲げる者にҕୗしなけ
れならないのとすること。（第15条の3第1項関係）

　　　①　臨床ٕࠪݕ師等に関する法律第20条の3第1項のొを受けた衛生ࠪݕॴの։ઃ者
　　　②	　病院又は療ॴそのଞ厚生労働省令で定める場ॴにおいてݕ体ࠪݕのۀ務を行う者であͬ

て、その者がݕ体ࠪݕのۀ務を行う施ઃのߏઃඋ、ཧ৫、ݕ体ࠪݕのਫ਼の確保の方
法そのଞのࣄ項がݕ体ࠪݕのۀ務の適正な࣮施にඞཁなのとして厚生労働省令で定める基
४に適合するの

　（2）ಛ定機病院のཧ及びӡӦに関する体制の強化に関するࣄ項
　　ア	　ಛ定機病院とশすることにͬいての厚生労働大臣のঝ認を受けるཁ݅に、医療の高の安

全を確保するྗを有することをՃすること。（第4条の2第1項関係）
　　イ	　ಛ定機病院の։ઃ者は、厚生労働省令で定めるとこΖにΑり、当該։ઃ者と厚生労働省令

で定めるಛผの関係がある者以外の者をߏ成һに含むཧ者となる者をબߟするための合ٞ体
をઃஔし、その৹ࠪの݁Ռを౿ま͑て、ಛ定機病院のཧ及びӡӦに関するۀ務の行に関
しඞཁなྗ及び経ݧを有する者を当該ಛ定機病院のཧ者としてҨしなけれならない
のとすること。（第10条の2関係）

　　ウ	　ಛ定機病院のཧ者が行Θなけれならないࣄ項に、医療の高の安全を確保することを
Ճするととに、ಛ定機病院のཧ者は、ಛ定機病院のཧ及びӡӦに関するࣄ項のう
ͪॏཁなのとして厚生労働省令で定めるのを行う場合には、厚生労働省令で定めるとこΖ
にΑり、当該ཧ者ฒびに当該ಛ定機病院にۈ務する医師、ࣃՊ医師、薬ࡎ師及びޢ師そ
のଞの者をͬてߏ成する合ٞ体のܾٞに基づいて行Θなけれならないのとすること。（第
16条の3第1項及び第2項関係）

　　Τ	　ಛ定機病院の։ઃ者は、当該ಛ定機病院のཧ者にΑる当該ಛ定機病院のཧ及びӡ
Ӧに関するۀ務が適切に行されるΑう、厚生労働省令で定めるとこΖにΑり、次に掲げるા
ஔそのଞ厚生労働省令で定めるાஔを͡ߨなけれならないのとすること。（第19条の2関係）

　　　①　当該ಛ定機病院のཧ及びӡӦについて当該ཧ者が有するݶݖを໌らかにすること。
　　　②　医療の安全の確保に関する監ࠪҕһձをઃஔすること。
　　　③	　当該ཧ者のۀ務のࣥ行が法令に適合することを確保するための体制、当該։ઃ者にΑる

当該ಛ定機病院のۀ務の監ಜに係る体制そのଞの当該ಛ定機病院のۀ務の適正を確保す
るためにඞཁなのとして厚生労働省令で定める体制をඋすること。

　（3）医療に関するࠂ規制のݟしに関するࣄ項
　　ア	　Կ人、医ۀ若しくはࣃՊ医ۀ又は病院若しくは療ॴに関して、จॻそのଞいかなる方法

にΑるをΘず、ࠂそのଞの医療を受ける者を༠Ҿするための手ஈとしてのදࣔ（以下୯に
をしてはならないのとすること。（第6条の5ࠂのِڏ、という。）をする場合には「ࠂ」
第1項関係）

　　イ	　アの場合には、医療を受ける者にΑる医療に関する適切なબを્害することがないΑう、
の༰及び方法が、次に掲げる基४そのଞ厚生労働省令で定める基४に適合するのでなࠂ
けれならないのとすること。（第6条の5第2項関係）

　　　①　ଞの病院又は療ॴとൺֱして༏ྑであるࢫのࠂをしないこと。
。をしないことࠂ大なތ　②　　　
　　　③　公のடং又はળྑの෩ଏにする༰のࠂをしないこと。
　　ウ	　アの༲合において、医師又はࣃՊ医師であるࢫ、療Պ໊等の第6条の5第3項各号に掲げる

がされて医療を受ける者にΑる医療に関する適切なબが્害されるおそれࠂ項以外のࣄ
がগない༲合として厚生労働省令で定める場合を除いては、同項各号に掲げるࣄ項以外のࠂ
をしてはならないのとすること。（第6条の5第3項関係）
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　　Τ	　ॿ࢈師のۀ務又はॿ࢈ॴに関して、アからウまでと同༷の規定をઃけること。（第6条の7
関係）

　（4）්又は්࢈のҟৗに対Ԡする医療機関の確保等に関するࣄ項
　　ア	　ग़ுのみにΑͬてそのۀ務にैࣄするॿ࢈師は、්又は්࢈（以下「්等」という。）

のॿ࢈を行うことをするときは、厚生労働省令で定めるとこΖにΑり、当該්等のҟৗに
対Ԡする病院又は療ॴを定めなけれならないのとすること。（第19条第2項関係）

　　イ	　ॿ࢈ॴのཧ者（ग़ுのみにΑͬてそのۀ務にैࣄずるॿ࢈師にあͬては当該ॿ࢈師）は、
්等のॿ࢈を行うことをしたときは、厚生労働省令で定めるとこΖにΑり、当該්等の
ॿ࢈を担当するॿ࢈師にΑり、当該්等のॿ࢈及び保健指導に関する方、当該්等のҟ
ৗに対Ԡする病院又は療ॴの໊শ、ॅॴ及び࿈བྷઌ等を記ࡌしたॻ面の当該්等又はその
Ոのަ及びその適切なઆ໌が行ΘれるΑうにしなけれならないのとすること。（第6
条の4の2第1項関係）

　（5）医療機関の։ઃ者に対する監に関するࣄ項
　　ア	　ಓ県知ࣄ、保健ॴઃஔࢢ長又はಛผ۠長（以下「ಓ県知ࣄ等」という。）は、病院

等のۀ務が法令若しくは法令に基づくॲにҧしているٙいがあり、又はそのӡӦがஶしく
適正をܽくٙいがあると認めるときは、医療法の施行にඞཁなݶにおいて、当該৬һに、当
該病院等の։ઃ者のࣄ務ॴそのଞ当該病院等のӡӦに関係のある༲ॴにཱͪ入り、ாॻ類そ
のଞの物݅をࠪݕさͤることができるのとすること。（第25条第2項関係）

　　イ	　ಓ県知ࣄ等は、病院等のۀ務が法令若しくは法令に基づくॲにҧし、又はそのӡӦ
がஶしく適正をܽくと認めるときは、医療法の施行にඞཁなݶにおいて、当該病院等の։ઃ
者に対し、期ݶを定めて、ඞཁなાஔをとるきことを໋ずることができるのとすること。（第
24条の2第1項関係）

　　ウ	　病院等の։ઃ者がイにΑる໋令にैΘないときは、ಓ県知ࣄ等は、当該։ઃ者に対し、
期ؒを定めて、その։ઃする病院等のۀ務の全部又は一部のఀࢭを໋ずることができるのと
すること。（第24条の2第2項関係）

　2　臨床ٕࠪݕ師等に関する法律の一部改正
　（1	）臨床ٕࠪݕ師がۀとして行うݕ体ࠪݕを、人体からഉग़され、又は࠾取されたݕ体のࠪݕとし
て厚生労働省令で定めるのとすること。（第2条関係）

　（2	）ಓ県知ࣄは、衛生ࠪݕॴのొに当たͬては、ݕ体ࠪݕのਫ਼の確保の方法そのଞのࣄ項
がݕ体ࠪݕのۀ務を適正に行うためにඞཁな厚生労働省令で定める基४に適合しないと認めると
きは、ొをしてはならないのとすること。（第20条の3第2項関係）

　3	　ྑ質な医療をఏڙする体制の確ཱをਤるための医療法等の一部を改正する法律（平成18年法律
第84号）の一部改正

　（1	）厚生労働大臣が持の定めのない医療法人Ҡ行しΑうとする医療法人のҠ行に関するܭըの
認定を行うことができる期ݶを平成32年9月30日までԆ長すること。（ෟଇ第10条の3第5項関係）

　（2	）（1）の認定のཁ݅に、持の定めのない医療法人Ҡ行しΑうとする医療法人が、そのӡӦに
関し、ࣾһ、ཧࣄ、監ࣄ、使用人そのଞの当該医療法人の関係者に対しಛผのརӹを༩͑ない
のであることそのଞの厚生労働省令で定めるཁ݅に適合するのであることをՃすること。（ෟ
ଇ第10条の3第4項関係）

　（3	）（2）が施行された日以ޙに持の定めのない医療法人Ҡ行しΑうとする医療法人が（1）の
認定を受けた場合には、その認定は当該医療法人が持の定めのない医療法人になͬた日から6
年を経過したときに効ྗをࣦうのとすること。（ෟଇ第10条の6関係）

　（4	）政は、（2）が施行された日以ޙにҠ行ܭըの認定を受けた医療法人に対し、当該医療法人の
Ҡ行が了した日から6年を経過する日までのؒ、Ҡ行ޙの当該医療法人のӡӦの安定のために
ඞཁなॿݴ、指導、ۚࢿの༥௨のあͬͤΜそのଞのԉॿを行うΑうめることとし、当該医療法
人は、そのؒӡӦのঢ়گについて厚生労働大臣にใࠂしなけれならないのとすること。（ෟ
ଇ第10条の7及び第10条の8関係）
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　4　施行期日等
　（1）施行期日
　　	　この法律は、公布の日から起算して1年を͑ないൣғにおいて政令で定める日から施行す

るのとすること。ただし、次に掲げるࣄ項は、それͧれ次に定める日から施行するのとする
こと。（ෟଇ第1条関係）

　　①　3の（1）公布の日（平成29年6月14日）
　　②　1の（4）及び3の（2）から（4）まで平成29年10月1日
　　③　1の（1）及び2	公布の日から起算して1年6月を͑ないൣғにおいて政令で定める日
規定౼ݕ（2）　
　　	　政は、この法律の施行5ޙ年を途として、この法律の規定にΑる改正ޙの規定の施行のঢ়
ずるߨをՃ͑、ඞཁがあると認めるときは、その݁Ռに基づいてॴཁのાஔを౼ݕについてگ
のとすること。（ෟଇ第9条関係）

　（3）経過ાஔ等
　　	　この法律の施行に関し、ඞཁな経過ાஔ等を定めるととに、関係法律についてॴཁの改正を
行うのとすること。（ෟଇ第2条から第8条まで及び第10条から第13条まで関係）

ώΞϦに͞Εた߹のཹҙࣄ項について
・29健対第679号　平成29年7月6日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　健康対ࡦ課ݪര・病ا
ըグループ　052-954-6268）

課ࡦ務࿈བྷ　平成29年6月23日　厚生労働省健康局がΜ・࣬病対ࣄ・
　平成29年5月にฌݿ県ೌ࡚ࢢで、同6月に神ࢢށで発ݟされましたώアリについて、ώアリにされ
た合の医療తཹҙࣄ項について࿈བྷいたします。
　ώアリは、ೆถ࢈ݪで体長は2.5ʙ6NNఔ、体৭はओに৭の有ಟのアリです。ੈքではถ
中国、フΟリピン、等に外来生物として৵入・定ணしており、ੈք各で大きなとなͬ
ています。
　ώアリは、ۃめてܸ߈性が強いとされており、されたࡍには、アルカロイドಟにΑり、ײを
うඇৗにܹしい௧みを覚͑、ਫ᙮ঢ়にजれ、そのޙ、がग़ます。
　さらにಟに含まれる成に対してアϨルΪーԠをҾき起こすྫがあり、局ॴత、または全身にか
Ώみをう発（͡ΜましΜ）がग़ݱする場合があります。Ԥถにおいては、アφフΟϥキシーྫ
ใࠂされています。
　ώアリのಟには、アルカロイドಟであるゾϨノプシン（2-メチル-6-アルキルϏペリσΟン）の΄か、
ϋチಟとのڞ௨成であるϗεϗリパーθώアルロニダーθなͲが含まれています。そのため、ώ
アリにされた経ݧがແくてϋチಟアϨルΪーを持つ方はಛにҙがඞཁです。
　ώアリにされた方がアφフΟϥキシーঢ়をҾき起こした場合、アドϨφリンをࣹするなͲの
適切なٸٹॲஔをとるඞཁがあります。
下の関係医療機و、を御了知いただくととにࢫ務࿈བྷのझࣄ部（局）におかれましては、本و　
関Ѽてに周知いただきますΑうお願いいたします。
　なお、ᄐまれた࣌の対ॲ方法を含め、ώアリのಛ、生ଶ、ۦ除方法等のߟࢀとして、平成21年に
から発行された、hࣨࡦ局生生物課外来生物対ڥ省ࣗ然ڥ ετπプ・β・ώアリʱ͝ࢀরく
ださい。
IUUQT���XXX.FOW.HP.KQ�OBUVSF�JOUSP�4EPDVNFOU�GJMFT�S@GJSFBOU.QEG
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༧छؒҧいのࢭについて（通知）
・29健対第676号　平成29年7月7日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　健康対ࡦ課ײછグルー
プ　052-954-6272）

　本県の健康福祉行政のਪਐにつきましては、日ࠒから御ཧղと御ྗڠをいただき厚く御ྱ申し上げ
ます。
　さて、༧छのؒҧいについて、平成28年はผࢴ（ུ）のとおりॏ大な健康ඃ害につながるお
それのあるؒҧいとしてใࠂされたのが165݅、又、ܰඍなؒҧいとしてใࠂされたのが404݅あ
りました。
　その༁をみると、طにछࡁみのϫクチンをͬޡてछしてしまͬたྫࣄ、対象外年ྸछྫࣄ
及びछִؒෆでのछྫࣄが全てのؒҧいใࠂの9ׂをめています。
　これらのؒҧいのݪҼとしては、ࢠ健康手ாϫクチン等のछલの確認ෆなͲがڍげられ、
確認作ۀのపఈにΑり、ेにࢭできたと͑ߟられます。
　つきましては、同༷のؒҧいをࢭするため「定期छ࣮施ཁྖ」及びผ記ࣄ項にҙしていただ
くととにࢢொଜの行うؒҧいࢭ対ࡦにྗڠいただくΑう、وձһの周知について御ྀくださ
い。

（ผه）
		1	　छ対象者がೕࣇ又は༮ࣇの場合は、༧छに関する記をࢠ健康手ாに記ࡌするඞཁがあ
ることから、छ医療機関においてはछのલに同手ாのॴ持を確認すること。

　	　なお、Մなݶり同手ாにある過ڈのछ記等から当該༧छの対象であることを৻ॏに確
認するととに、छִؒが適正かͲうかをあΘͤて確認すること。
　　また、保ޢ者がࢠ健康手ாを持ࢀしていない場合には、ݪଇとしてछをしないこと。
		2	　ジフςリア、ഁই෩の第2期及びώτパピローϚウイルεײછの༧छ等、छ対象者が上
記1以外の場合は、༧छ࣮施規ଇ第5条に基づく、ࢠ健康手ாのఏࣔをٻめる対象にはならな
いが、ނࣄࢭの؍から上記1に४͡た対Ԡをとること。

		3	　有効期ؒを経過したछӷを使用することがないΑうに、適切なछӷの保ཧछલの確
認のపఈをਤること。

		4	　ूஂछ等、ෳの者にଓけてछを行う場合において、使用ࡁみのࣹ器۩等（#$(छの
等）をॏෳして使用することがないΑうに、छ手ॱの९कをపఈすること。

のస院͕ඞཁͳ߹のରԠについて（通知）ऀױにΑΓೖ院ࡂతͳہ
・29医務第594号　平成29年7月11日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医務課ٸٹ・周࢈期・
（害医療グループ　052-954-6628ࡂ

　今般、医療機関の機がଛなΘれ、ױ者の安全確保がࠔなঢ়گをࡂ害発生とҐஔづけた場合、ผ
ఴ手ॱの対Ԡをとることとしました。つきましては、御了知いただくととに、ඞཁにԠ͡て御ྗڠ
くださるΑうお願いします。
　なお、స院ઌについては、ݪଇとして、ඃࡂした医療機関がհޢ保ݥ適用のհޢ療ཆܕ医療施ઃで
ある場合は、հޢ保ݥ適用施ઃにస院さͤるඞཁがあり、医療保ݥ適用の療ཆ病床である場合は、医
療保ݥの療ཆ病床にస院さͤる。なお、入院ױ者の病ঢ়にԠ͡て、հޢ保ݥ適用のհޢ療ཆܕ医療施
ઃから医療保ݥの医療施ઃస院さͤるなͲ、適切なస院ௐをਤることとする。
　また、ௐがࠔな場合は国を含めた関係機関でٞڠする。（ただし、国を含めた関係機関とのௐ
には૬当のؒ࣌をཁするՄ性がある。）

˼ߟࢀ˻
　˓「局తなࡂ害」とは
　　	　མཕ等にΑりిྗڅڙがࠔなঢ়ଶになるなͲ、ױ者の安全を保つことができなくなͬたঢ়ଶ。
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ただし、ࡂ害ٹॿ法の適用となる大規ࡂ害を除く。
　˓「元࣏ࣗ体等」とは
者、స院ઌۀࣄ者等ൖૹױொଜ健康福祉担当部局等（ফ本部を除く。）、福祉λクシー等のࢢ　	　　
ं྆等

局తなࡂ害にΑり病院機がࣦΘれ入院ױ者のస院がඞཁな場合の手ॱ（県保健ॴ）
医療機関の対Ԡ 保健ॴの対Ԡ 医務課の対Ԡ

ॳಈ࣌の対Ԡ
・ॴ保健ॴにใࠂ
・෮چのௐ
・入院ױ者のঢ়گѲ

医務課（指）にঢ়گใࠂ 関係課ࣨ、局長等のใ
ࠂ

医療機関で
ࣗྗ対ԠがՄ

・ॴ保健ॴにใࠂ
・入院ױ者のస院ઌのௐ
・手ଓき	˞
・స院ൖૹ

医務課（指）にঢ়گใࠂ

・ඞཁにԠ͡て、関係課
ࣨ、局長等のใࠂ
・ඞཁにԠ͡て、ࡂ害医療
ௐ本部のཱ上げ

医
療
機
関
が
自
力
対
応
困
難

స院ઌ
・ॴ保健ॴにใࠂ
医師ձද又は۠ࢢ܊・
病院ڠձදにྗڠཁ

医務課（指）にঢ়گใࠂ
（ঢ়گにԠ͡て保健ॴ৬һ
をݣ）

・ඞཁにԠ͡て、関係課
ࣨ、局長等のใࠂ
・ඞཁにԠ͡て、ࡂ害医療
ௐ本部のཱ上げ
・県医師ձ及び県病院ڠ
ձにใࠂ（ঢ়گにԠ͡てௐ
をґཔ）

τリアージ ॴ保健ॴに%."5ݣ
ཁ

・医務課（ٹ）に%."5
ཁݣ
・元ফ本部ใఏ
ڙ
（ঢ়گにԠ͡て保健ॴ৬һ
をݣ）

・局長等のใࠂ
害医療ௐ本部及びࡂ・
%."5ௐ本部のཱ上げ
・ඃࡂ医療機関に%."5
ݣ、ফ保安課ใ
ఏڙ
・ඃࡂ医療機関に৬һを
（ٹ）ݣ

ൖૹ手ஈ ・ॴ保健ॴにใࠂ
・元࣏ࣗ体等にྗڠཁ

医務課（指）にঢ়گใࠂ
（ঢ়گにԠ͡て保健ॴ৬һ
をݣ）

・ඞཁにԠ͡て、関係課
ࣨ、局長等のใࠂ
・ඞཁにԠ͡て、ࡂ害医療
ௐ本部のཱ上げ

ൖૹ手ஈの
ௐࠔ

・ফ本部にྗڠཁ
・ॴ保健ॴにใࠂ

医務課（指）にঢ়گใࠂ
（ঢ়گにԠ͡て保健ॴ৬һ
をݣ）

ফ保安課にྗڠཁ
（ٹ）

స院ൖૹऴ了࣌ ॴ保健ॴにใࠂॻఏग़ 医務課（指）にใࠂॻఏग़

・関係課ࣨ、局長等のใ
ࠂ
・ফ本部にྗڠཁした
場合は、ফ保安課にใࠂ

ఀి等の෮࣌چ ॴ保健ॴにใࠂ 医務課（指）にใࠂ 関係課ࣨ、局長等のใ
ࠂ

ࣗ施ઃのస院
ൖૹऴ了࣌ ॴ保健ॴにใࠂॻఏग़ 医務課（指）にใࠂ 関係課ࣨ、局長等のใ

ࠂ
（指ɿ医療指導(、　ٹɿٸٹ・周࢈期・ࡂ害医療(）
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局తなࡂ害にΑり病院機がࣦΘれ入院ױ者のస院がඞཁな場合の手ॱ（政令ࢢ・中֩ࢢ保健ॴ）

医療機関の対Ԡ 政令ࢢ・中֩ࢢ保健ॴの
対Ԡ 医務課の対Ԡ

ॳಈ࣌の対Ԡ
・保健ॴにใࠂ
・෮چのௐ
・入院ױ者のঢ়گѲ

－ －

医療機関で
ࣗྗ対ԠがՄ

・保健ॴにใࠂ
・入院ױ者のస院ઌのௐ
・手ଓき	˞
・స院ൖૹ

－ －

医
療
機
関
が
自
力
対
応
困
難

స院ઌ

・保健ॴにใࠂ
医師ձද又は۠ࢢ܊・
病院ڠձද
にྗڠཁ

ʲࢢで対Ԡࠔな場合ʳ
ඞཁにԠ͡て医務課にঢ়
ࠂใگ

・ඞཁにԠ͡て、関係課
ࣨ、局長等のใࠂ
・ඞཁにԠ͡て、ࡂ害医
療ௐ本部のཱ上げ
・県医師ձ及び県病院ڠ
ձにใࠂ（ঢ়گにԠ͡て
ௐをґཔ）

τリアージ 保健ॴに%."5ݣཁ

・医務課に%."5ݣཁ

・ফ本部（局）ใ
ఏڙ

・局長等のใࠂ
害医療ௐ本部及びࡂ・
%."5ௐ本部のཱ上げ
・ඃࡂ医療機関に%."5
ݣ、ফ保安課ใ
ఏڙ
・ඃࡂ医療機関に৬һを
ݣ

ൖૹ手ஈ
・保健ॴにใࠂ
・元࣏ࣗ体等にྗڠཁ


ʲࢢで対Ԡࠔな場合ʳ
ඞཁにԠ͡て医務課にঢ়
ࠂใگ

・ඞཁにԠ͡て、関係課
ࣨ、局長等のใࠂ
・ඞཁにԠ͡て、ࡂ害医
療ௐ本部のཱ上げ

ൖૹ手ஈの
ௐࠔ

・ফ本部にྗڠཁ
・保健ॴにใࠂ 医務課にঢ়گใࠂ ফ保安課にྗڠཁ

స院ൖૹऴ了࣌ 保健ॴにใࠂॻఏग़ － －
ఀి等の෮࣌چ 保健ॴにใࠂ － －
ࣗ施ઃのస院
ൖૹऴ了࣌ 保健ॴにใࠂॻఏग़ － －

愛知県病院։ઃ等ڐՄࣄऔѻཁྖの一部改正について（通知）
・29医福第265号　平成29年7月20日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医療福祉ܭը課医療ܭ
ըグループ　052-954-6265）

　医療法（昭和23年法律第205号）第7条に基づくڐՄのうͪ、病院の։ઃ及び病床の૿Ճに係る申
等の取扱いについては、愛知県病院։ઃ等ڐՄࣄ務取扱ཁྖ（平成29年4月3日け29医第3号保健
医療局長௨知）にΑりࣄ務ॲཧを行ͬておりますが、このたび同ཁྖの一部を改正しました。
　なお、ओな改正༰は下記のとおりです。

記
ʲओな改正༰ʳ
　病床උܭըについて、Ҭ医療ߏਪਐҕһձのҙݟをௌくにあたͬては、基װత保健ॴはܭը
者にਪਐҕһձのग़੮をٻめ、ܭը者からのઆ໌を౿ま͑たٞڠを行うΑうめるのとする。
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৽医薬品等の࠶৹ࠪ݁Ռɹฏ2�（ͦの1）について（通知）
・29医安第495号　平成29年7月20日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医薬安全課生࢈グルー
プ　052-954-6304、	監視グループ　052-954-6344）

・薬生薬৹発0629第4号　平成29年6月29日　厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品৹ࠪཧ課長
　今般、ผදの20品について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律第14条の4第3項の規定する࠶৹ࠪがऴ了し、݁Ռはผදのとおりであるので関係各方面に対し周知
方お願いします。

（ผද）
৹ࠪがऴ了した新医薬品等の取扱いについて（昭和61年1月29日薬発第82号薬務局長௨知）のผ࠶	.1
記1の3に該当する医薬品（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14
条第2項第3号イからϋのいずれに該当しない。）
൪号 ൢച໊ 申者໊ 一般໊又は有効成໊ ঝ認年月日
1 ϕηルφクリーϜ5ˋ 持ా薬᷂ イミキϞド 平成23年11月25日
2 パピロοクミニ؟ӷ0.1̀ ఱ薬᷂ࢀ シクロεϙリン 平成17年10月11日
3 Φノンドϥイシロοプ10ˋ খ薬品᷂ۀ プϥンルカετਫ和物 平成23年12月22日
4 イτリゾール用ӷ1̀ ϠンηンフΝーϚ᷂ イτϥίφゾール 平成23年9月26日
5 イτリゾール用ӷ1̀ ϠンηンフΝーϚ᷂ イτϥίφゾール 平成23年9月26日
6 インフルΤンβH"ϫクチン
l化݂研z 5'

（一ࡒ）化ֶ及݂ਗ਼療法
研ڀॴ

インフルΤンβH"ϫクチン 平成23年8月8日

7 インフルΤンβH"ϫクチン
l化݂研z

（一ࡒ）化ֶ及݂ਗ਼療法
研ڀॴ

インフルΤンβH"ϫクチン 平成23年8月8日

8 インフルΤンβH"ϫクチン
l化݂研z シリンジ1'0.5N-

（一ࡒ）化ֶ及݂ਗ਼療法
研ڀॴ

インフルΤンβH"ϫクチン 平成25年9月20日

9 アϚージৣ2.5ᶴ グϥクι・εミεクϥイン᷂φϥτリプλン塩ࢎ塩 平成20年1月25日
10 クϨετールৣ2.5ᶴ アετϥθネカ᷂ ロεόελチンカルシウϜ 平成17年1月19日
11 クϨετールৣ5ᶴ アετϥθネカ᷂ ロεόελチンカルシウϜ 平成17年1月19日
12 クϨετールৣ10ᶴ アετϥθネカ᷂ ロεόελチンカルシウϜ 平成17年1月19日
13 λέプロンカプηル15 ా薬品᷂ۀ ϥンιプϥゾール 平成22年7月23日
14 λέプロン0%ৣ15 ా薬品᷂ۀ ϥンιプϥゾール 平成22年7月23日
15 λέルダ合ৣ ా薬品᷂ۀ アεピリン�ϥンιプϥゾール 平成26年3月24日
16 ϫンσϡロパοチ0.84ᶴ ϠンηンフΝーϚ᷂ フェンλニル 平成22年10月27日
17 ϫンσϡロパοチ1.7ᶴ ϠンηンフΝーϚ᷂ フェンλニル 平成22年10月27日
18 ϫンσϡロパοチ3.4ᶴ ϠンηンフΝーϚ᷂ フェンλニル 平成22年10月27日
19 ϫンσϡロパοチ5ᶴ ϠンηンフΝーϚ᷂ フェンλニル 平成22年10月27日
20 ϫンσϡロパοチ6.7ᶴ ϠンηンフΝーϚ᷂ フェンλニル 平成22年10月27日
൪号4ɿ「ਅײەછがٙΘれる発性中ݮٿগ」に関するࣄ項についての࠶৹ࠪ。
൪	号5ɿ「中ݮٿগが༧ଌされる݂ӷѱ性जᙾ又は݂ࡉװ๔Ҡ植ױ者におけるਂࡏ性ਅەの༧」
に関するࣄ項についての࠶৹ࠪ。

ॏ性݂খ൘ݮগީ（54'4）܈にるҙىשについて（通知）
・29健対第807号、29生衛第619号　平成29年7月25日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　健康
対ࡦ課ײછグループ　052-954-6272、生活衛生課्医衛生・ಈ物愛ޢグループ　052-954-6298）

・健ײ発0724第3号　平成29年7月24日　厚生労働省健康局݁֩ײછ課長
　ॏ性݂খ൘ݮগީ（54'4）܈について、今般、発・ਰऑ等にՃ݂͑খ൘ݮগ等のॴݟが
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ฒびに体ௐෆྑのྫࣄग़されたݕҭイψの݂ӷ・ฅศから4'54ウイルεがࣂҭネί及びࣂられたݟ
ネίからのᄐইྺがあるώτが4'54を発しࢮしたྫࣄが確認されました。
　これらのྫࣄは、كなྫࣄではありますが、発したネίイψの体ӷ等からώτがײછすること
൱定できないことから、4'54を含めたಈ物༝来ײછのײછを͙ために、体ௐෆྑのಈ物等と
する機ձのある関係者に、体ௐෆྑのಈ物等を取り扱うࡍには11&（手ା・ޢҥ等）にΑりײછ
༧ાஔを͡ߨるなͲの対ࡦを࣮施していただくΑうҙש起をお願いします。
　また、今般のঢ়گを౿ま͑、「ॏ性݂খ൘ݮগީ（54'4）܈に関する2�"」を改正し、्
医療ैࣄ者等のઐՈにけたײછ༧対ࡦについての記ࡌをՃしましたので、御ࢀরください。
　なお、ผఴ1（ུ）のとおり公ӹࣾஂ法人日本्医師ձ及び公ӹࣾஂ法人日本医師ձ等に対し௨知
を発ग़し、ผఴ2（ུ）のとおりڥ省ࣗ然ڥ局૯務課ಈ物愛ޢཧࣨに対しࣄ務࿈བྷを発ग़して
いることを申しఴ͑ます。
　ผఴ1ɿ「ॏ性݂খ൘ݮগީ（54'4）܈に係るҙש起について」
　　　　　（平成29年7月24日け厚生労働省健康局݁֩ײછ課長௨知）
　ผఴ2ɿ「ॏ性݂খ൘ݮগީ（54'4）܈に係るҙש起について」
　　　　　（平成29年7月24日けࣄ務࿈བྷ）
について（54'4）܈গީݮɿॏ性݂খ൘ߟࢀ　
　　　　IUUQ�XXX.NIMX.HP.KQ�TUG�TFJTBLVOJUTVJUF�CVOZB�0000169522.IUNM
　　　　ॏ性݂খ൘ݮগީ（54'4）܈に関する2�"（第4൛）
　　　　IUUQ���XXX.NIMX.HP.KQ�CVOZB�LFOLPV�LFLLBLV-LBOTFOTZPV19�TGUT@RB.IUNM

ίσΠϯϦϯࢎԘਫ物ຢδώυϩίσΠϯϦϯࢎԘをؚΉ医薬品のʮ用্のҙʯ改గのप知
について（ґཔ）
・29医安第508号　平成29年7月26日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医薬安全課監視グルー
プ　052-954-6344、薬ࣄグループ　052-954-6303、	生࢈グループ　052-954-6304）

・薬生安発0704第3号　平成29年7月4日　厚生労働省医薬・生活衛生局安全対ࡦ課長
　今般、ίσインリンࢎ塩ਫ和物又はジώドロίσインリンࢎ塩（以下「ίσイン類」という。）を
含む医薬品（以下「本ࡎ」という。）については、ถ国等において12ࡀະຬのখࣇ等の使用をسې
とするાஔがとられました。
　これらを౿ま͑、平成29年第3ճ薬ࣄ・৯品衛生৹ٞձ医薬品等安全対ࡦ部ձ安全対ࡦௐࠪձで本
ݺはなく、日本でのࠂྫの国ใࢮにΑるࡎされました。その݁Ռ、本౼ݕについてࡦの安全対ࡎ
ݶ抑制のリεクはԤถとൺֱしてҨֶతにいとਪ定されること等から、国でͪに使用を制ٵ
するඞཁ性は͑ߟにくい一方、本ࡎにΑるখࣇのٵݺ抑制発生リεクをՄなݶりݮする؍から、
一般用医薬品・医療用医薬品と、༧తなાஔとして以下を行うこととされました。
　（1	）かにఴจॻを改గし、ݪଇ、本ࡎを	12ࡀະຬのখࣇ等に使用しないΑうҙש起を行う
こと（改గ指ࣔ௨知はผఴ1（ུ）をࢀর）。

　（2	）1年6έ月ఔの経過ાஔ期ؒをઃけ、ίσイン類を含まないସ品、12ࡀະຬのখࣇを適
Ԡ外とする品の切͑を行うこと。

　（3	）切ࡀ12、ޙ͑ະຬのখࣇの使用をسېとする使用上のҙの改గを࠶࣮施すること（一
般用医薬品は「してはいけないこと」に「12ࡀະຬのখࣇ」に記する使用上のҙの改గを࠶
࣮施すること）。

　　	　つきましては、و下の医療機関及び薬局に対し、これらのાஔ༰について周知いただくΑ
うお願いいたします。なお、上記（1）から（3）までの۩体తな༧定についてはఴ2のਤのと
おりですので申しఴ͑ます。
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（ผఴ2）
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療薬ʮϕϜϦσΟ�ৣ25ᶴʯのத国国Ͱ確認͞Εたِ品について（通知）࣏ױ࣬؊ຫ性ܕ#
・29医安第548号、29健対第806号　平成29年7月31日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医薬
安全課監視グループ　052-954-6344、薬ࣄグループ　052-954-6303、健康対ࡦ課݁֩・؊Ԍグループ
　052-954-6626）

・薬生監ຑ発0712第1号　平成29年7月12日　厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・ຑ薬対ࡦ課長
　今般、Ϊリアド・サイΤンシζࣜגձࣾがൢചしている#ܕຫ性؊࣏࣬ױ療薬「ϕϜリσΟ�ৣ25ᶴ」
（以下、「ϕϜリσΟ�」という。）について、中国国において、แ（ശ）のදࣔ品ボτルのϥ
ϕルが日本ޠで記ࡌされたِ品が確認されました。
のとこΖ日本国においてϕϜリσΟ�のِ品は確認されておらず、またِ品の用に起ࡏݱ　
Ҽすると͑ߟられる健康ඃ害のใࠂ受けていまͤΜが、し、このΑうなِ品を発ݟした場合に
は、ܾして、ྲྀ௨さͤたり、ௐࡎしたり、用さͤたりすることがないΑう、و下の医療機関、薬
局及び医薬品のൢചۀ者に対するҙש起をお願いいたします。
　なお、ࣄҊの֓ཁ、正規品のݟけ方等については、Ϊリアド・サイΤンシζࣜגձࣾのϗーϜペー
ジ掲ࢿࡌྉを御ཡください。

ใ通৴機器を用いた療（いΘΏるʮԕִ療ʯ）について（通知）
・29医務第779号　平成29年8月1日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医務課医務グループ　
052-954-6274）

・医政発0714第4号　平成29年7月14日　厚生労働省医政局長
　ԕִ療については、「ใ௨৴機器を用いた療（いΘΏる「ԕִ療」）について」（平成9年12
月24日け健政発第1075号厚生省健康政ࡦ局長௨知。以下「平成9年ԕִ療௨知」という。）.におい
て、その基本త͑ߟ方医師法（昭和23年法律第201号）第20条等との関係からཹҙすきࣄ項をࣔ
しているとこΖである。
　今般、ใ௨৴機器の։発・ී及のঢ়گを౿ま͑、平成9年ԕִ療௨知におけるԕִ療の取扱い
について、下記のとおり࠶周知、໌確化することとしたので、御了知の上、関係者に周知方をお願
いする。

記
		1	ɽ平成9年ԕִ療௨知の「2	ཹҙࣄ項（3）ア」において、「の対面療を行うことがࠔで
ある場合」として、「ౡ、きのױ者」をڍげているが、平成9年ԕִ療௨知にࣔしていると
おり、これらはྫࣔであること。

		2	ɽ平成9年ԕִ療௨知の「2	ཹҙࣄ項（3）イ」及び「ผද」において、「病ঢ়が安定しているױ
者に対し、ױ者の病ঢ়ٸม࣌等の࿈བྷ・対Ԡ体制を確保した上で࣮施することにΑͬてױ者の療ཆ
ૉࢎࡏ、上が認められるԕִ療（ྫ͑ผදに掲げるの）を࣮施する場合」としてのڥ
法を行ͬているױ者を対象とするԕִ療等をڍげているが、平成9年ԕִ療௨知にࣔしている
とおり、これらはྫࣔであること。

		3	ɽ平成9年ԕִ療௨知の「1	基本త͑ߟ方」において、療は、医師又はࣃՊ医師とױ者が
対面して行Θれることが基本であるとしているが、平成9年ԕ療௨知の「2	ཹҙࣄ項（3）ア又はイ」
にࣔしているとおり、「2	ཹҙࣄ項（1）及び（2）」にかかΘらず、ױ者ଆのཁに基づき、ױ者ଆ
のརをेにצҊした上で、の対面療と適切にみ合Θͤて行Θれるときは、ԕִ療に
Αͬてࠩし͑ࢧないこととされており、の対面療を行ͬた上で、ԕִ療を行Θなけれ
ならないのではないこと。

　	　また、保ݥ者が࣮施するېԎ外来については、定期తな健康அ・健康ࠪが行Θれていること
を確認し、ױ者ଆのཁに基づきױ者ଆのརӹとෆརӹをेにצҊした上で、医師のஅにΑり、
の対面療のඞཁ性についてはॊೈに取り扱ͬてͪに医師法第20条等に৮するのでは
ないこと。なお、ױ者ଆのཧ༝にΑり療が中அし、݁Ռとしてԕִ療のみで療が࣮施された
場合には、の対面療が行Θれなくとͪに医師法第20条等に৮するのではないこと。
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		4	ɽ平成9年ԕִ療௨知の「1	基本త͑ߟ方」において、の対面療にସしಘるఔのױ者
の৺身のঢ়گに関する有用なใがಘられる場合には、ԕִ療を行うことはͪに医師法第20条
等に৮するのではないとࣔしているとおり、当ࣄ者が医師及びױ者本人であることが確認でき
るݶり、ςϨϏి、ిࢠメール、ιーシϟルネοτϫーキングサーϏε等のใ௨৴機器を
み合Θͤたԕִについて、の対面療にସしಘるఔのױ者の৺身のঢ়گに関する有用
なใがಘられる場合には、ͪに医師法第20条等に৮するのではないこと。

【ߟࢀ】
　　　　　̡ 改正ޙ全จʳ
　　　　　健政発第1075号
　　　　　平成9年12月24日
一部改正　平成15年3月31日
一部改正　平成23年3月31日

　各ಓ県知ࣄ఼
厚生省健康政ࡦ局長

　　　ใ௨৴機器を用いた療（いΘΏる「ԕִ療」）について
　ۙ年、ใ௨৴機器の։発・ී及にい、ใ௨৴機器をԠ用し療のࢧԉに用いる、いΘΏるԕ
ִ療（以下、୯に「ԕִ療」という。）のՄ性が高まりつつある。
　これまでԕִ療は、医師又はࣃՊ医師がױ者の病ཧը૾等をઐ医ののにૹし、療上の
に一部で࣮用化されط、ののを中৺にؒޓՊ医師૬ࣃԉを受けるといͬた、医療機関と医師又はࢧ
ているとこΖである。
　これととに、今ޙは、ओ࣏の医師又はࣃՊ医師にΑるの対面療を受けることがࠔなঢ়گ
にあるౡ、き等におけるױ者のډ等とのؒで、ςϨϏը૾等を௨して療を行うܗଶでのԕ
ִ療が࣮用化されることが༧されるなͲ、ԕִ療のଶ༷はますますଟذにΘたるのと͑ߟら
れる。
　ԕִ療のうͪ、医療機関と医師又はࣃՊ医師૬ؒޓで行Θれるԕִ療については、医師又はࣃ
Պ医師がױ者と対面して療を行うのであり、医師法第20条及びࣃՊ医師法第20条（以下「医師法
第20条等」という。）との関係のは生͡ないが、ױ者のډ等とのؒで行Θれるԕִ療につい
ては、医師法第20条等との関係がとなる。
　そこで、今般、ԕִ療についての基本త͑ߟ方をࣔすととに、ױ者のډ等とのؒのԕִ療
を行うにࡍして、医師法第20条等との関係からཹҙすきࣄ項を下記のとおりࣔすこととしたので、
御了知の上、関係者に周知方をお願いする。
　なお、過日、厚生Պֶ研ڀඅにΑるԕִ療に関する研ڀのใࠂが取りまとめられ、公දされたと
こΖであるので、ߟࢀまでにૹする。

記
		1　基本త͑ߟ方
　	　療は、医師又はࣃՊ医師とױ者が対面して行Θれることが基本であり、ԕִ療は、あく
までの対面療をิするのとして行うきのである。
　	　医師法第20条等における「」とは、視、৮、ௌそのଞ手ஈのԿをΘないが、
て、࣬病に対して一Ԡのஅを下しಘるఔののをいう。したがͬて、の対ݟ医ֶからݱ
面療にΑる場合と同等ではないにしてこれにସしಘるఔのױ者の৺身のঢ়گに関する有用
なใがಘられる場合には、ԕִ療を行うことはͪに医師法第20条等に৮するのではない。
　	　なお、ԕִ療の適正な࣮施を期すためには、当面、ࠨ記「2」に掲げるࣄ項にཹҙするඞཁが
ある。
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		2　ཹҙࣄ項
　（1）ॳ及びٸ性期の࣬ױに対しては、ݪଇとしての対面療にΑること。
　（2	）の対面療を行うことができる場合ଞの医療機関と࿈ܞすることにΑりの対面療
を行うことができる場合には、これにΑること。

　（3	）（1）及び（2）にかかΘらず、次に掲げる場合において、ױ者ଆのཁに基づき、ױ者ଆのར
をेにצҊした上で、の対面療と適切にみ合Θͤて行Θれるときは、ԕִ療にΑͬ
てࠩし͑ࢧないこと。

　　ア	　の対面療を行うことがࠔである場合（ྫ͑、ౡ、きのױ者の場合なͲԟ
又は来に૬当な長ؒ࣌をཁしたり、危ݥをうなͲのࠔがあり、ԕִ療にΑらなけれ
当面ඞཁな療を行うことがࠔな者に対して行う場合）

　　イ	　ۙまで૬当期ؒにΘたͬて療をܧଓしてきたຫ性期࣬ױのױ者なͲ病ঢ়が安定している
者のױの࿈བྷ・対Ԡ体制を確保した上で࣮施することにΑͬて࣌มٸ者の病ঢ়ױ、者に対しױ
療ཆڥの上が認められるԕִ療（ྫ͑ผදに掲げるの）を࣮施する場合

　（4	）ԕִ療の։࢝に当たͬては、ױ者及びそのՈ等に対して、ेなઆ໌を行い、ཧղをಘた
上で行うこと。ಛにใ௨৴機器の使用方法、ಛ性等についてはஸೡなઆ໌を行うこと。

医療ࣃには৻ॏなޢ者ଆのプϥイόシー保ױ、者のςϨϏը૾をૹする場合等においてはױ（	5）　
を行うこと。ಛに、ױ者のө૾のࡱӨ、ใの保方法については、ױ者ଆのҙをेにᏕऌ
すること。

　（6	）ใ௨৴機器がނোした場合における対ॲ方法について、あらか͡めױ者ଆ及びۙྡの医師又
はࣃՊ医師と໖ີにଧͪ合Θͤ、取りܾめをަΘしておくこと。

　（7	）療の記ࡌ等に関する医師法第24条及びࣃՊ医師法第23条の規定の適用について、の
対面療の場合と同༷であること。

　（8	）ԕִ療において、の対面療と同༷、療の࣮施のは当然に療を࣮施した医師
又はࣃՊ医師がෛうのであること。

　（9	）ԕִ療を行うに当たり、医師又はࣃՊ医師がױ者又はそのՈ等に対して૬Ԡの指ࣔҙ
を行ͬているにかかΘらず、これらの者がその指ࣔҙにैΘないためױ者にඃ害が生͡た
場合には、そのはこれらの者がෛうきのであることについて、ࣄલにेなઆ໌を行う
こと。

（ผද）
ԕִ療の対象 　　　　　　　༰

ૉ療法を行ͬていࢎࡏ
るױ者

ૉ療法を行ࢎࡏ てͬいるױ者に対して、ςϨϏి等ใ௨৴機器を௨して、
৺ిਤ、݂ ѹ、຺ ഥ、ٵݺ等の؍を行い、ࡏࢎૉ療法に関するܧଓతॿ
。指導を行うこと・ݴ

者ױ病ࡏ ݂、者に対して、ςϨϏి等ใ௨৴機器を௨して、৺ిਤױ病ࡏ ѹ、຺
ഥ、ٵݺ等の؍を行い、病の療ཆ上ඞཁなܧଓతॿݴ・指導を行うこ
と。

者ױ病ࡏ ݂、者に対して、ςϨϏి等ใ௨৴機器を௨してױ病ࡏ 等の؍
。指導を行うこと・ݴଓతॿܧを行い、病の療ཆ上ඞཁな

者ױᄶଉࡏ ؍機等のٵݺ、者に対して、ςϨϏి等ใ௨৴機器を௨してױᄶଉࡏ
。指導を行うこと・ݴଓతॿܧを行い、ᄶଉの療ཆ上ඞཁな

者ױ高݂ѹࡏ ݂、者に対して、ςϨϏి等ใ௨৴機器を௨してױ高݂ѹࡏ ѹ、຺ ഥ等
の؍を行い、高݂ѹの療ཆ上ඞཁなܧଓతॿݴ・指導を行うこと。

ױアτピー性ൽෘԌࡏ
者

者に対して、ςϨϏి等ใ௨৴機器を௨して、アτױアτピー性ൽෘԌࡏ
ピー性ൽෘԌ等の؍を行い、アτピー性ൽෘԌの療ཆ上ඞཁなܧଓతॿݴ・
指導を行うこと。

᧘ᚃのあるࡏ療ཆױ者 を؍者に対して、ςϨϏి等ใ௨৴機器を௨して、᧘ᚃ等のױ療ཆࡏ
行い、᧘ᚃの療ཆ上ඞཁなܧଓతॿݴ・指導を行うこと。
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者ױ݂ো害療ཆࡏ 、者に対して、ςϨϏి等ใ௨৴機器を௨して、ӡಈ機ױ݂ো害ࡏ
݂ѹ、຺ ഥ等の؍を行い、݂ো害の療ཆ上ඞཁなܧଓతॿݴ・指導を行
うこと。

者ױがΜࡏ ݂、者に対して、ςϨϏి等ใ௨৴機器を௨してױがΜࡏ ѹ、຺ ഥ、ٵݺ
等の؍を行い、がΜの療ཆ上ඞཁなܧଓతॿݴ・指導を行うこと。

ʮ医療ܭըについてʯの一部改正について（通知）
・29医福第306号　平成29年8月2日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医療福祉ܭը課医療ܭ
ըグループ　052-954-6265）

・医政発0731第4号　平成29年7月31日　厚生労働省医政局長
　医療ܭը（医療法（昭和23年法律第205号）第30条の4第1項に規定する医療ܭըをいう。以下同͡。）
の作成に当たͬてߟࢀとすき指については、「医療ܭըについて」（平成29年3月31日け医政発
0331第57号厚生労働省医政局長௨知。以下「局長௨知」という。）にΑりࣔしているとこΖであるが、
ࣾձ保ো৹ٞձ医療部ձ等でのٞを౿ま͑、局長௨知の一部をผࢴ新چ対রද（ུ）のとおり改正し、
本日から適用することとしたため௨知する。
。なきを期されたい״ըの作成とਪਐにҨܭ৬におかれては、これを御了知の上、医療و　

　　　　　̡ 改正ޙ全จʳ
　　　　　医政発0331第57号
　　　　　平成29年3月31日
一部改正　医政発0731第4号
　　　　　平成29年7月31日

　各ಓ県知ࣄ఼
厚生省健康医政局長

医療ܭըについて
　Ҭにおける医療及びհޢの૯合తな確保をਪਐするための関係法律のඋ等に関する法律（平成
26年法律第83号）が平成26年6月に成ཱし、効తかつ質の高い医療ఏڙ体制をߏஙするととに、
ҬแׅέアシεςϜ（Ҭにおける医療及びհޢの૯合తな確保のଅਐに関する法律（平成元年法
律第64号）第2条第1項に規定するҬแׅέアシεςϜをいう。以下同͡。）をߏஙすることを௨͡、
Ҭにおける医療及びհޢの૯合తな確保をਪਐするため、医療法（昭和23年法律第205号。以下「法」
という。）が改正され、Ҭ医療ߏ（法第30条の4第2項第7号に規定するҬ医療ߏをいう。以下
同͡。）が導入された。
　Ҭ医療ߏにおいて、ಓ県は、ೋ次医療ݍ（法第30条の4第2項第12号に規定する۠Ҭをいう。
以下同͡。）を基本としたߏ۠Ҭ（同項第7号に規定するߏ۠Ҭをいう。以下同͡。）͝とに、	2025
年の病床の機۠（法第30条の13第1項に規定する病床の機۠をいう。以下同͡。）͝との病床
のඞཁྔとそのୡ成にけた病床の機の化及び࿈ܞのਪਐに関するࣄ項を定めることとされて
おり、平成28年までに、全てのಓ県においてҬ医療ߏをࡦ定されたことから、今ޙは、
Ҭ医療ߏのୡ成にけた取をਐめていくことがٻめられている。
　今般の医療ܭըのࡦ定に当たͬては、平成28年5月Αり։࠵した、医療ܭըのݟし等に関するݕ
౼ձにおけるҙݟのとりまとめ等を౿ま͑、
ஙߏ体制のڙ性期からճ෮期、ຫ性期までを含めた一体తな医療ఏٸ　①　
　②　࣬病・ۀࣄԣஅతな医療ఏڙ体制のߏங
　③　5࣬病・5ۀࣄ及びࡏ医療に係る指ඪのݟし等にΑる政ࡦ॥のみの強化
　④　հޢ保ۀࣄݥ（ࢧԉ）ܭը等のଞのܭըとの合性の確保
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なͲの؍から、法第30条の3第1項の規定に基づき、医療ఏڙ体制の確保に関する基本方（平成19
年厚生労働省ࣔࠂ第70号。以下「基本方」という。）の改正を行うととに、ผࢴ（ུ）「医療ܭը
作成指」（以下「指」という。）のݟしを行ͬた。
　ಓ県においては、ױ者本Ґの、ྑ質かつ適切な医療を効తにఏڙする体制をߏஙし、国ຽの
医療に対する安৺、৴པの確保をਤるために、基本方の改正のझࢫを౿ま͑た医療ܭըのݟしを
௨͡て、医療ܭըをΑり一有効に機さͤていくこと及びҬ医療ߏのୡ成にけた取をਐめ
ていくことがٻめられている。また、そのためにඞཁな人ࡐのҭ成をܧଓతに行ͬていくことॏཁ
である。
　また、病床の機の化及び࿈ܞのਪਐにΑる効తで質の高い医療ఏڙ体制のߏங及びډ等に
おける医療（以下「ࡏ医療」という。）・հޢのॆ࣮等のҬแׅέアシεςϜのߏஙが一体తに行
ΘれるΑう、医療ܭը、հޢ保ݥ法（平成9年法律第123号）第118条第1項に規定するಓ県հޢ保
及び同法第117条第1項に規定す（。という「ըܭԉࢧۀࣄݥ保ޢಓ県հ」以下）ըܭԉࢧۀࣄݥ
るࢢொଜհޢ保ܭۀࣄݥը（以下「ࢢொଜհޢ保ܭۀࣄݥը」という。）の合性を確保することが
ඞཁである。平成30年以߱、各ܭըの作成・ݟしのサイクルが一கすること౿ま͑、医療とհ
ըの一体తな作成体制のඋ等、ඞཁな取をਪਐしていくことがॏཁܭ、を強化するためܞの࿈ޢ
である。
　ಓ県においては、લड़のझࢫにのͬとり、医療ܭըのݟしのझࢫ、༰の周知పఈをਤると
とに、指にࣔす۩体త手ॱをߟࢀとしながら、ಓ県հޢ保ࢧۀࣄݥԉܭը及びࢢொଜհޢ保
。なきを期されたい״ըとの合性についてेにྀした上で、その作成とਪਐにҨܭۀࣄݥ
　なお、医療ܭըの作成に当たり、ಛにཹҙするࣄ項については、以下に記す。

記
		1　医療ܭըの作成について
　	　医療ܭըの作成に当たͬては、指をߟࢀとして、基本方にଈして、かつ、医療ఏڙ体制のݱঢ়、
今ޙの医療धཁのਪҠ等Ҭの࣮にԠ͡て、関係者のҙݟをे౿ま͑た上で行うこと。

		2　医療࿈ܞ体制について
　（1	）医療࿈ܞ体制（医療ఏڙ施ઃ૬ؒޓの機の担及びۀ務の࿈ܞを確保するための体制をいう。
以下同͡。）に関するࣄ項については、がΜ、ଔ中、৺࠹ߎے等の৺݂ױ࣬、病及びਫ਼
神࣬ױの5࣬病（以下「5࣬病」という。）、ٸٹ医療、ࡂ害࣌における医療、きの医療、周࢈
期医療及びখࣇ医療（খٸٹࣇ医療を含む。）の5ۀࣄ（以下「5ۀࣄ」という。）ฒびにࡏ医療
を医療ܭըに定めることとする。

　　	　なお、ロίϞςΟブシンドローϜ、フϨイル、ഏԌ、大଼ܱࠎ部ંࠎ等については、	5࣬病にՃ
͑ることとはしないのの、その対ࡦについては、ଞの関࿈施ࡦとௐ和をਤりつつ、࣬病༧・
հޢ༧等を中৺に、医療・հޢが࿈ܞした૯合తな対ࡦを͡ߨること。

　　	　5࣬病・5ۀࣄ及びࡏ医療については、施ࡦۀࣄの݁Ռ（アウτプοτ）のみならず、ॅຽ
の健康ঢ়ଶױ者のঢ়ଶ（成Ռ（アウτカϜ））に対してͲれだけのӨڹ（インパクτ）を༩͑
たかという؍から施ࡦ及びۀࣄのධՁと改ળを行うみを、政ࡦ॥の中にみࠐΜでいく
こととし、全ಓ県ڞ௨の指ඪを用いることなͲにΑり、医療ఏڙ体制に関するݱঢ়をѲし、
「࣬病・ۀࣄ及びࡏ医療に係る医療体制について」（平成29年3月31日け医政発0331第3号厚
生労働省医政局Ҭ医療ܭը課長௨知）のผࢴ「࣬病・ۀࣄ及びࡏ医療に係る医療体制のߏங
に係る指」（以下「࣬病・ۀ及びࡏ医療指」という。）でड़る5࣬病・5ۀࣄ及びࡏ医療
のそれͧれの指すき方の各ࣄ項を౿ま͑て、対ࡦ上の課をநग़し、課のղܾにけた
施ࡦの໌ࣔ及びඪのઃ定、それらのਐঢ়گのධՁ等を࣮施する。

　　	　第7次医療ܭըにおける指ඪは、医療ܭըの࣮効性をΑり一高めるために政ࡦ॥のみ
を強化するととに、ڞ௨の指ඪにΑりݱঢ়Ѳを行うことで、ಓ県͝と、ೋ次医療͝ݍと
の医療ఏڙ体制を؍٬తにൺֱできるΑうなのとするため、指ඪをݟすこと。なお、指ඪに
ついては、࣬病・ۀࣄ及びࡏ医療指をࢀরすること。
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のม化Ҭ医療の確保といͬた課に対Ԡするためにߏな高ྸ化のਐలの中で、࣬病ٸ（	2）　
は、ٻめられる医療機を໌確にした上で、Ҭの医療関係者等のྗڠの下、医療機関及び関係
機関が機を担及び࿈ܞすることにΑり、切れなく医療をఏڙする体制をߏஙすることがඞ
ཁである。また、医療及びհޢを取りרくҬ͝とのଟ༷なঢ়گに対Ԡするため、ݶりあるҬ
のࣾձݯࢿを効తかつ効Ռతに活用し、ҬแׅέアシεςϜのߏஙをਐめていく上で、医
療機関と関係機関との࿈ܞはॏཁである。

		3　医療ैࣄ者の確保等の記ࣄࡌ項について
　（1	）法第30条の4第2項第10号の医療ैࣄ者の確保については、医師、ࣃՊ医師、薬ࡎ師、ޢ師等
の医療ैࣄ者について、ক来のधڅಈをݟ௨しつつཆ成をਐめ、適正なڅڙを確保するとと
に、Ҭతなภࡏ療Պؒのภࡏの対Ԡをਐめるඞཁがあること。

　　	　そのࡍ、医療ఏڙ施ઃ૬ؒޓにおける࿈ܞ体制をߏஙする取ࣗ体がภࡏղফの対ࡦになる
こと、ಓ県が中৺となͬてҬの医療機関医師をݣするみをߏ࠶ஙすることがٻ
められていること。

　　	　これらを౿ま͑、ಓ県においては、法第30条の23第1項の規定に基づき、Ҭ医療対ڠࡦ
ٞձの活用等にΑり医療ैࣄ者の確保に関するࣄ項に関しඞཁな施ࡦを定めるためのٞڠを行
い、そこで定めた施ࡦを医療ܭըに記ࡌするととに、公දし࣮施していくことがඞཁであるこ
と。

　　	　ಛにҬの医療機関で医師を確保するためには、Ҭの医療機関でۈ務する医師のキϟリアܗ
成に係るෆ安のղফにけて、大ֶ等の関係機関とີۓに࿈ܞしつつ、医師のキϟリアܗ成ࢧԉ
と一体తにҬの医療機関の医師の確保をࢧԉする取がඞཁであり、ಓ県においては、
Ҭ医療ࢧԉηンλー等を活用して、ඞཁな施ࡦについてҬの医療関係者等とٞڠの上ਪਐして
いくことがඞཁであること。

　（2	）法第30条の4第2項第11号の医療の安全の確保については、医療機器の安全ཧ等に関するࣄ項
として、高な医療機器について、ஔঢ়گにՃ͑Ք働ঢ়گ等確認し、保कݕを含めたධՁ
を行うこと。

　　	　また、$5	.3*等の医療機器を有する療ॴについては、当該機器の保कݕを含めた医療安
全の取ঢ়گについて、定期తにใࠂをٻめること。

　（3	）法第30条の4第3項第1号のҬ医療ࢧԉ病院のඋのඪそのଞ医療ఏڙ施ઃの機をྀߟし
た医療ఏڙ施ઃのඋのඪに関するࣄ項として、ಛ定の病院等がՌたすき機について医療
。ௐを行うのとすることݟલにその։ઃ者とेなҙࣄ、する場合にはࡌըに記ܭ

		4　基४病床及びಛ定の病床等に係るಛྫ等について
　（1	）法第30条の4第2項第14号に規定する基४病床の算定は、病院の病床及び療ॴの病床（以下「病
院の病床等」という。）に対して行うのであること。

　　	　なお、基४病床ฒびにೋ次医療ݍ及びࡾ次医療ݍ（同項第13号に規定する۠Ҭをいう。）の
ઃ定については、厚生労働省令で定めるඪ४にΑり࣮施すること。これは、病院の病床等の適正
ஔをਤるためには、全ಓ県において౷一తに࣮施しなけれ࣮効を期しがたいからである
こと。

、Ҭとして成りཱͬていない場合はݍする一体のڙが、入院に係る医療をఏݍઃのೋ次医療ط（	2）　
そのݟしについてݕ౼すること。そのࡍには、ݍҬの人ޱ規がױ者の受療ಈに大きなӨ
者のྲྀग़ױҬからのݍ者のྲྀ入及び当該ױҬのݍ規、当該ޱを༩͑ていることから、人ڹ
の࣮ଶ等を౿ま͑てݟしをݕ౼すること。

　　	　ಛに、人ޱ規が20ສ人ະຬであり、かつ、ೋ次医療ݍの病院の療病床及び一般病床のਪܭ
ྲྀ入入院ױ者ׂ合（以下「ྲྀ入ױ者ׂ合」という。）が20ˋະຬ、ਪྲྀܭग़入院ױ者ׂ合（以下「ྲྀ
ग़ױ者ׂ合」という。）が20ˋ以上となͬているطઃのೋ次医療ݍについては、入院に係る医療
をఏڙする一体の۠Ҭとして成りཱͬていないと͑ߟられるため、ઃ定のݟしについてݕ౼す
ることがඞཁである。

　　	　なお、ઃ定のݟしをݕ౼するࡍは、ೋ次医療ݍの面ੵ基װとなる病院までのアクηεの࣌
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ؒ等ྀߟすることがඞཁである。
　　	　また、ߏ۠Ҭとೋ次医療ݍがҟなͬている場合は、一கさͤることが適当であることから、
。しを行うことݟを合ΘͤるΑうඞཁなݍ۠Ҭにೋ次医療ߏ

　（3	）法第30条の4第7項及び第8項の規定にΑるಛྫは、大規なࢢ։発等にΑりܹٸな人ޱの૿
Ճがࠐݟまれ、ࡏݱ人ޱにΑり病床を算定することがෆ適当である場合、ಛघな࣬病にりױす
る者がҟৗにଟい場合等病床に対するಛผのधཁがあると認められる場合に行うのとするこ
と。

　　	　なお、今ޙ高ྸ者人ޱの૿ՃがߋにਐむҬにおいては、医療धཁの૿Ճが大きくࠐݟまれ、
それにԠ͡た医療ఏڙ体制のඋがٻめられることから、طଘ病床が基४病床を͑ている
Ҭで病床のඞཁྔがক来においてطଘ病床を大きく上ճるとࠐݟまれる場合は、高ྸ者
人ޱの૿Ճ等にう医療धཁの૿ՃをצҊし、基४病床のݟしについてຖ年ݕ౼するとと
に、同条第7項の規定にΑるಛྫで対Ԡすること。

　（4	）法第30条の4第9項の規定にΑるಛ定の病床に係るಛྫの対象となる病院の病床等、ಛに今ޙ各
۠Ҭにおいてඋするඞཁがあるのにݶり、各۠Ҭにおいて基४病床を͑る病床がଘࡏす
る等の場合でඞཁにԠ͡ྫ外తにඋできるのであること。

　　	　この場合において、ಛྫの対象とされるは、当該申に係る病床と機及び性֨を同͡くす
るطଘの病床等をצҊし、ඞཁ࠷খݶとすること。

　　	　なお、これらのಛྫの対象となͬた病床については、طଘ病床として算定するのであること。
　（5	）法第30条の4第10項の規定にΑるಛྫは、Ҭ医療࿈ܞਪਐ法人（法第70条の5第1項に規定す
るҬ医療࿈ܞਪਐ法人をいう。以下同͡。）のࢀՃ法人（法第70条第1項に規定するࢀՃ法人を
いう。以下同͡。）同࢜又は同一ࢀՃ法人で、Ҭ医療ߏのୡ成をਪਐするためにඞཁな
のであり、病床の合ܭが૿Ճしておらず、Ҭ医療࿈ܞਪਐ法人のҬ医療࿈ܞਪਐධٞձ（法
第70条の3第1項第1号に規定するҬ医療࿈ܞਪਐධٞձをいう。）のҙݟをௌき、また、当該ҙ
。をଚॏした上で行Θれる場合に࣮施できるのであることݟ

　　	　なお、ඞཁな病床を認めるに当たͬては、病院の病床等の૿Ճ等の申に係るߏ۠Ҭにお
けるҬ医療ߏௐձٞ（法第30条の14第1項に規定するٞڠの場をいう。）のٞڠの方性に
Ԋͬたのであることを確認すること。

　（6	）法第30条の4第7項から第10項までの規定にΑるಛྫについては、ಓ県医療৹ٞձにࢾること。
　　	　この場合、ಛྫとしての取扱いをඞཁとするཧ༝及びಛྫとしての取扱いをしΑうとする病床
の算定ࠜڌを໌らかにして当該ಓ県医療৹ٞձのҙݟをௌくのとすること。

　　	　また、લ記の規定（法第30条の4第10項の規定を除く。）に基づき、ಛྫとしての取扱いを受け
るについて厚生労働大臣にٞڠするときは、ಛྫとしての取扱いをඞཁとするཧ༝及びಛྫと
しての取扱いをしΑうとする病床の算定ࠜڌ等を記ࡌした申ॻ（ผ1༷ࣜࢴ2）（ུ）に当該
ಓ県医療৹ٞձのҙݟをෟすること。

　（7	）ಓ県において療ཆ病床及び一般病床のඋを行うࡍには、Ҭ医療ߏのୡ成にけた取
と合తなのとなるΑう、طଘ病床と基४病床の関係性だけではなく、Ҭ医療ߏにお
けるক来の病床のඞཁྔを౿ま͑て対Ԡすること。۩体తには「Ҭ医療ߏを౿ま͑た病床
のඋに当たりಓ県がཹҙすきࣄ項について」（平成29年6月23日け医政発0623第1号
厚生労働省医政局Ҭ医療ܭը課長௨知）におけるཹҙࣄ項をࢀরすること。

ଘ病床及び申病床についてط　5		
　（1	）医療法施行規ଇ（昭和23年厚生省令第50号。以下「規ଇ」という。）第30条の33第1項第1号に
Αり国の։ઃする病院又は療ॴであͬてٶி、衛省等のॴするの、ಛ定のࣄ務ॴ若し
くはۀࣄॴのैۀһ及びそのՈの療のみを行う病院又は療ॴ等の病床について、طଘ病床
及び当該申に係る病床の算定に当たり、当該病床のར用者のうͪ、৬（ୂ）һ及びそのՈ
以外の者、ैۀһ及びそのՈ以外の者等の部外者がめるにΑるิ正を行うこととしてい
るのは、それらの病院又は療ॴの病床については部外者がར用している部を除いては、一般
ॅຽに対する医療を行ͬているとはい͑ないからであること。
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　　	　なお、当該病院又は当該療ॴの։ઃڐՄの申があͬたときは、その։ઃのతにつきे
৹ࠪするのとすること。また、։ઃのతにつきมߋの申があͬたとき同༷とすること。

　（2	）์ࣹઢ࣏療病ࣨの病床については、ઐら࣏療を行うために用いられる病床であることから、こ
れをطଘ病床及び当該申に係る病床として算定しないのとすること。

　　	　ແە病ࣨ、ू中࣏療ࣨ（*$6）及び৺ଁ病ઐ用病ࣨ（$$6）の病床については、ઐら当該病ࣨ
の病床にऩ༰された者がར用するଞの病床が同一病院又は療ॴ（以下「病院等」という。）
にผ途確保されているのは、طଘの病床として算定しないのとしていたが、医療法施行規
ଇの一部を改正する省令（平成29年厚生労働省令第27号。以下「改正省令」という。）にΑる改
正にΑり、平成30年4月1日以߱はこれまでطଘの病床として算定していなかͬたのを含めて、
全てطଘの病　床として算定すること。

　（3	）国ཱ及び国ཱ以外のϋンηン病療ཆॴである病院の病床については、طଘの病床に算定しな
いこと。

　（4	）৺神ࣦ等のঢ়ଶでॏ大なଞ害行ҝを行ͬた者の医療及び؍等に関する法律（平成15年法律
第110号）第16条第1項の規定にΑり厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の
病床（同法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号のܾ定を受けた者に対する同法にΑる入院に
Αる医療に係るのにݶる。）については、طଘの病床に算定しないこと。

　（5	）療ॴの一般病床のうͪ、ྑ質な医療をఏڙする体制の確ཱをਤるための医療法等の一部を改
正する法律（平成18年法律第84号）ෟଇ第3条第3項に定める「ಛ定病床」については、ผ途政令
で定める日までのؒ、طଘの病床に算定しないこと。

　（6	）平成30年4月1.日以߱、療ॴの療ཆ病床又は一般病床について、改正省令にΑる改正ޙの規ଇ
第1条の14第7項第1号又は第2号に該当する療ॴとしてಓ県医療৹ٞձのٞを経たときは、
ಓ県知ࣄのڐՄ申のΘりにಧग़にΑり病床がઃஔされることとなるが、طଘの病床
の算定に当たͬては当該ಧग़病床含めて算定を行うこと。

		6　医療ܭըの作成手ॱ等について
　（1	）法第30条の4第12項の「医療とີな関࿈を有する施ࡦ」とは、基本方第に掲げる方等
が該当すること。

　（2	）法第30条の4第13項の規定において、ಓ県は医療ܭըを作成するに当たり、ಓ県のڥ
ք周ลのҬにおける医療のधڅの࣮にরらしඞཁがあると認めるときは、関係ಓ県と࿈
བྷௐを行うこと。

　　	　これは、	5࣬病・5ۀࣄ及びࡏ医療に係る医療࿈ܞ体制のߏஙなͲ、施ࡦの༰にΑͬては、
ΑりҬతな対Ԡがٻめられることから、ಓ県におけるࣗ݁ݾにこだΘることなく、当
該ಓ県のڥք周ลのҬにおける医療を確保するために、ඞཁにԠ͡てྡ県等との࿈ܞを
ਤることがٻめられているのである。

　（3	）法第30条の4第14項の「療又はௐࡎに関するֶࣝ経ݧ者のஂ体」としては、ಓ県の۠Ҭ
を୯Ґとしてઃཱされた医師ձ、ࣃՊ医師ձ及び薬ࡎ師ձが͑ߟられること。

　（4	）法第30条の4第15項の規定にΑり、医療ܭըの作成等に関して、ಓ県͝とにઃけられてい
る保ݥ者ٞڠձ（高ྸ者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第157条の2第1項に
規定するٞڠձをいう。）のҙݟをࣄલにௌくこと。

　（5	）法第30条の4第16項の規定における医療ܭըのมߋとは、法第30条の6の規定に基づくมߋをい
うのであり、ྫ͑、	5࣬病・5ۀࣄ及びࡏ医療のそれͧれに係る医療࿈ܞ体制において、医
療機を担う医療ఏڙ施ઃをมߋする場合なͲは、この規定に基づく医療ܭըのมߋには当たら
ないこと。

　（6	）医療ܭըについては、法第30条の6の規定に基づき、	6年͝とにௐࠪ、ੳ及びධՁを行い、ඞ
ཁがある場合はมߋすること。また、ࡏ医療そのଞඞཁなࣄ項については、3年͝とにௐࠪ、
ੳ及びධՁを行い、ඞཁがある場合はมߋすること。

　（7	）医療ܭը、ಓ県հޢ保ࢧۀࣄݥԉܭը及びࢢொଜհޢ保ܭۀࣄݥըを一体తに作成し、こ
れらのܭըの合性を確保することができるΑう、医療հޢ૯合確保方第2のೋの1に規定する
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。の場をઃஔすることٞڠ
　　	　また、病床の機化・࿈ܞにい生͡る、հޢ施ઃ、ࡏ医等の新たなサーϏεඞཁྔに関
する合性の確保がॏཁであることから、ಓ県հޢ保ࢧۀࣄݥԉܭը及びࢢொଜհޢ保ࣄݥ
医療のඋඪが合తࡏըにおいて掲げるܭのඋඪと、医療ޢըにおいて掲げるհܭۀ
なのとなるΑう、当該ٞڠの場において、ඞཁなࣄ項についてのٞڠを行うこと。

		7　	医療ܭըのਪਐについて
　（1	）法第30条の7第1項において、医療ఏڙ施ઃの։ઃ者及びཧ者は、医療ܭըのୡ成のਪਐにࢿ
するため、医療࿈ܞ体制のߏஙのためにඞཁなྗڠをするΑうめるととに、同条第2項にお
いて、ඞཁなྗڠをするにࡍしては、ଞの医療ఏڙ施ઃとのۀ務の࿈ܞをਤりつつ、それͧれ定
められたׂをՌたすΑうめるのとされていること。また、同条第3項において、病院又は
療ॴのཧ者はࡏ医療をఏڙし、又は福祉サーϏεとの࿈ܞをਤりつつ、ඞཁなࢧԉを行う
Αうめるのとされていること。

　（2	）法第30条の7第4項の規定に基づく病院の։์化については、୯に病床医療機器のڞ同ར用に
とͲまらず、当該病院にۈ務しないҬの医師等のࢀՃにΑるྫの研ڀձ研मձの։࠵まで
を含めたٛののであること。

　　	　また、医療ܭըのਪਐをਤるに当たͬては、大ֶにおける医ֶ又はֶࣃに関するڭҭ又は研ڀ
にࢧোを来さないΑうेྀすること。なお、同項の「当該病院の医療ۀ務」には、大ֶෟଐ
病院における当該大ֶのڭҭ又は研ڀが含まれること。

　（3	）法第30条の9の規定に基づく国ิݿॿについては、医療ܭըのୡ成をਪਐするために、医療ܭ
ըの༰をྀߟしつつ行うこととしていること。

　（4	）医療ܭըのਪਐのݟから、病院の։ઃ等が法第30条の11の規定に基づくࠂקの対象とされた
場合においては、ಠཱ行政法人福祉医療機ߏの༥ࢿを行Θないこととしていること。

		8　ಓ県知ࣄのࠂקについて
　（1	）法第30条の11の「医療ܭըのୡ成のਪਐのためಛにඞཁがある場合」とは、ݪଇとして法第7
条の2第1項各号に掲げる者以外の者が、病院の։ઃ又は病院の病床の૿Ճ若しくは病床のछผ
のมߋのڐՄの申をした場合、又は療ॴの病床のઃஔ若しくは療ॴの病床の૿ՃのڐՄ
の申をした場合において、その病床のछผにԠ͡、その病院又は療ॴのॴࡏを含むೋ次医
療ݍ又はಓ県の۠Ҭにおけるطଘの病床が、医療ܭըに定める当該۠Ҭの基४病床にط
にୡしている場合又はその病院又は療ॴの։ઃ等にΑͬて当該基४病床を͑ることとなる
場合をいうのであること。

　　	　また、「病院の։ઃ若しくは病院の病床の૿Ճ若しくは病床のछผのมߋ又は療ॴの病床
のઃஔ若しくは療ॴの病床の૿Ճに関してࠂקする」とは、それͧれの行ҝの中ࢭ又はそれ
ͧれの行ҝに係る申病床のݮをࠂקすることをいうのであること。なお、ಓ県知ࣄ
は、ࠂקを行うにઌཱͪ、病院又は療ॴを։ઃしΑうとする者に対し、Մなݶり、ଞの۠Ҭ
における病院又は療ॴの։ઃ等について、ॿݴを行うことがましいのであること。

　（2	）法第30条の11の規定に基づくࠂקは、法第7条のڐՄ又はෆڐՄのॲが行Θれるまでのؒに
行うのであること。

　（3	）ਫ਼神病床、݁֩病床及びײછ病床については、ಓ県の۠Ҭ͝とに基४病床を算定する
こととされているが、これらの病床がಓ県の一部にภࡏしている場合であͬて、։ઃの申
等があͬた病院のॴࡏを含むೋ次医療ݍ及びこれとڥքをするଞのೋ次医療ݍ（ଞのಓ
県の۠Ҭにઃ定されたೋ次医療ݍを含む。）のにその申に係るछผの病床がないときは、
当該ಓ県の۠Ҭにおける病院の病床が医療ܭըに定める当該۠Ҭの基४病床にطにୡし
ている等の場合であͬてࠂקの対象としないことが適当と͑ߟられること。なお、そのࡍには
ಓ県医療৹ٞձのҙݟをௌくこと。

　（4	）病院又は療ॴの։ઃ者にมߋがあͬた場合であͬて、そのલޙで病床のछผ͝との病床
が૿Ճされないときは、ࠂקは行Θないこと。

　（5	）病院又は療ॴがҠసする場合であͬて、そのલޙで、その病院又は療ॴがଘࡏするೋ次
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医療ݍの療ཆ病床及び一般病床のฒびにಓ県のਫ਼神病床、݁֩病床又はײછ病床の
が૿Ճされないときは、ࠂקは行Θないこと。

　　	　なお、ಛ定病床を有する療ॴがҠసする場合、その療ॴがଘࡏするೋ次医療ݍのطଘ病
床は当該ಛ定病床૿Ճすることとなるが、Ҡసのલޙで病床のछผ͝との病床が૿Ճされ
ないときは、ࠂקは行Θないのとする。

　（6	）病院を։ઃしている者がその病院をഇࢭし、当該病院を։ઃしていた場ॴにおいて療ॴの病
床をઃஔする場合であͬて、その療ॴがଘࡏするೋ次医療ݍの療ཆ病床及び一般病床の
が૿Ճされないときは、ࠂקは行Θないこと。

　（7	）国（国ཱ研ڀ։発法人ྔࢠՊֶٕज़研ڀ։発機ߏ、ಠཱ行政法人ւٕڭҭ機ߏ、ಠཱ行政法人
労働者健康安全機ߏ、ಠཱ行政法人国ཱ病院機ߏ、国ཱ研ڀ։発法人国ཱがΜ研ڀηンλー、国
ཱ研ڀ։発法人国ཱ॥器病研ڀηンλー、国ཱ研ڀ։発法人国ཱਫ਼神・神経医療研ڀηンλー、
国ཱ研ڀ։発法人国ཱ国ࡍ医療研ڀηンλー、国ཱ研ڀ։発法人国ཱ成ҭ医療研ڀηンλー、国
ཱ研ڀ։発法人国ཱ長ण医療研ڀηンλー及び国ཱ大ֶ法人を含む。以下同͡。）の։ઃする病
院又は療ॴについては、法第6条に基づく医療法施行令（昭和23年政令第326号）第3条の規定
にΑり、法第30条の11の規定は適用されないこと。

　　	　なお、国が病院を։ઃし、若しくはその։ઃした病院につき病床を૿Ճさͤ、若しくは病床
のछผをมߋし、又は療ॴに病床をઃけ、若しくは療ॴの病床を૿Ճさͤ、若しくは病床
のछผをมߋしΑうとするときは、「医療法の一部を改正する法律の施行にう国の։ઃする病
院の取扱いについて」（昭和39年3月19日ֳܾٞ定）又は法第7条の2第8項の規定に基づき、ओ務
大臣等は、あらか͡め、そのܭըに関し、厚生労働大臣にٞڠ等をするのとされていること。

　　	　この場合において、当৬から関係ಓ県知ࣄにかにそのࢫ及びその֓ཁを௨知するとと
に、当該ܭըの৹ࠪをするためにඞཁなࢿྉ及び医療ܭըのୡ成のਪਐをਤる؍からのҙݟ
のఏग़をٻめるのとすること。

　（8	）医ҭ機関にෟଐする病院を։ઃしΑうとする者又は医ҭ機関にෟଐする病院の։ઃ者若しくは
ཧ者に対してࠂקしΑうとするときは、大ֶにおける医ֶ又はֶࣃに関するڭҭ研ڀに係るཱ
場から、ҙݟをड़る機ձを༩͑ることがましいのであること。

　（9	）平成30年4月1日以߱、療ॴの療ཆ病床又は一般病床のઃஔについて、改正省令にΑる改正ޙ
の規ଇ第1条の14第7項第1号又は第2号に該当する次の療ॴのいずれかとしてಓ県医療৹ٞ
ձのٞを経た場合は、ಓ県知ࣄのڐՄ申のΘりにಧग़にΑり病床がઃஔされることと
なるため、ࠂקの対象とならないこと。

　　	　なお、次の療ॴについては、「ྑ質な医療をఏڙする体制の確ཱをਤるための医療法等の一
部を改正する法律の一部の施行について」（平成18年12月27日け医政発第1227017号厚生労働省
医政局長௨知）におけるཹҙࣄ項をࢀরされたい。

　　　①	　法第30条の7第2項第2号に掲げる医療のఏڙのਪਐのためにඞཁな療ॴそのଞのҬแ
ׅέアシεςϜのߏஙのためにඞཁな療ॴ

　　　②	　きの医療、周࢈期医療、খࣇ医療、ٸٹ医療そのଞのҬにおいてྑ質かつ適切な医
療がఏڙされるためにඞཁな療ॴ

		9　公త性֨を有する病院又は療ॴの։ઃ等の規制について
　	　法第30条の4第16項の規定にΑり医療ܭըが公ࣔされた日以߱における法第7条の2第1項各号に掲
げるのが։ઃする公త性֨を有する病院又は療ॴの։ઃ等の規制は、当該医療ܭըに定める۠
Ҭ及び基४病床を基४として行Θれるのであること。
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ձใ（愛知県病院ڠձ）		第277号　平成29年9月 4�

ɹɹおɹɹ知ɹɹらɹɹͤ

ɹɹ愛知労働ہからप知のґཔ͕͋Γ·͠たのͰお知らͤいた͠·すɻ

1�労働ܖ法にͮ͘جʮແظసϧʔϧʯについて

　　　　対応は大丈夫ですか?「無期転換ルール」

　　　　　　〜平成30年4月より無期転換申込権の発生が本格化〜

　�　労働契約法では、有期労働契約が反覆更新され通算5年を超えたとき、労働者の申込みにより、期間の定

めのない労働契約（無期労働契約）に転換できる「無期転換ルール」を定めています。

　�　平成30年4月には、無期転換申込権の発生が本格化することが予想されます。

　�　有期労働契約から無期労働契約への転換の円滑な実施をお願いいたします。

　�　愛知労働局「無期転換ルール特別相談窓口」：052－219－5509

2�ʮؒ࣌外労働・ٳ労働に関するڠ定ʯについて

　　　　36（サブロク）協定のない残業は法違反です!!

　�　残業をさせる場合には、あらかじめ、事業場（本社、支店、営業所など）ごとに、「時間外労働・休日労

働に関する協定」（36協定）を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

　�　36協定は一度届け出れば将来にわたり有効というものではありません。有効期間切れに注意しましょう。

　�　詳しくは、愛知労働局労働基準部監督課（電話：052－972－0253）又は最寄りの労働基準監督署にお問

い合わせください。

��ʮ愛知県࠷ۚʯの改正について

　　　　「愛知県最低賃金」は、10月1日から時間額871円に改正されます。

　　愛知県内の事業場で働く常用、臨時、パートなどすべての労働者に適用されます。

　�　日給制、月給制の労働者の場合は、時間当たりの金額に換算して、愛知県最低賃金（時間額）871円と比

較します。また、愛知県の（特定（産業別）最低賃金については、現在、改正等のため調査審議中ですので、

今後の改正状況に注意して下さい。詳しくは、愛知労働局労働基準部賃金課（電話：052－972－0257）、

又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
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Ჶᘙኡਫ਼載会員ኰ介Ჸ         
 
ᲤᲤᲤ医療法人ࢌރภඡかにえ病院ᲤᲤᲤ 

ᘙኡの施設名 ࢌރภඡかにえ病院 

理事ᧈ Ⴧݤᨺ 

病院ᧈ ಓ原正 

在地 Ƅ497�0052 ෙᢿᢼᗶ൶ထᙱʂౕ܌ᧈແ下 65�14 

+3 アȉȬス KWWS���ZZZ�NDQLH�KS�MS� 

ᩓ話ဪӭ 0567�96�2000 

FA; ဪӭ 0567�96�3701 

診療ᅹႸ ᅕϋ、ϋ、ૢ、リǦ、リȏ、老ϋ 

その他の 
法人施設名 介護老人保健施設かにえᲢ11 உ設ʖ定Უ 

ƻと言 35 

「患者さん・ܼଈとともに、職員とともに、地域とともに」࣏ᙲな医療・介護を

੩̓し安心して暮らせるထƮくりの一つとして、11 உに介護老人保健施設・ܡއ

介護ૅੲ事業・診療・ᚧ問Ⴣ護リȏȓリステーシȧン・ȇǤケアからなる在

地でその人らしい生活が送ם療ዮ合ૅੲǻンǿーを設します。「住みॹれたܡ

れるように」私たちができることをƻとつずつ進めていきます。 

� � � � � � �   
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Ჶ編ᨼ後記Ჸ 

地Ψの友人から、いཚがᡜげたのでႸએ情報をࢽるためのȝスǿーを病院にᝳらせてほしい、

と᫂まれた。10 ബ近いᩀの௷ཚ。その数日Эにうっかりࡊのᦆをかけࣔれてしまったᨥにᡜげ出

したものらしい。そのȝスǿーを見てबၘさに胸をたれた。ᧈ年いっしょに暮してきた大Џなܼ

ଈです、と書かれていた。 
ᡜげたのが分かった後、ᜩݑやѣཋ愛護ǻンǿーにすƙ報らせ、ܼଈዮ出で日ٸ、ԗᡀをくまな

くした。ȝスǿーは࢘院に̔᫂するЭにもスーȑーなど人のᨼまるئにおᫍいしてᝳってもら

っていた。 
Иめの数日は情報が断༾的にもたらされたが、発見にはᐱらなかった。ᐃをすかせてئに近Ʈ

き、ᡙいわれたりしていたらしい。 
その後はいɼのভԡな਼ኧにもらず、ǀっつりとෞऒがᡦዌえた。 
一ᑍ的にはݱཚがいɼからはƙれて生܍できる期᧓は 10 日くらいだという。ьえてᣟと

ǲリラᝍᩋがʩˊで៲をᒃǉܓራであること、またཚとしてڡࢬは高齢であることを考えると、生

 。のӧᏡࣱはほǅዌஓ的と思われた܍
から៏ڂ 11 日Ⴘ、ѣཋ愛護ǻンǿーからᡲዂがあった。いɼܡから 10NP 以ɥᩉれたいɼ

のܡڶのそばのࢫࠊで、ƙったりしているཚがいる。それが通報のཚにそっくりだ、というのだ。

引き取ってみるとまさしくڡࢬである。いɼƝܼଈ、そして˴よりڡࢬᐯ៲のշƼはいかばかり

であったことだろう。 
なƥこんなにᢒくで発見されたのか。実はその日のٸଢけЭ、いɼはڶさんのでǏっくりឥ

りながらメガțン持って近ᡕषもみず、これがஇ後とばかりにཚの名を大᪦٣でԠƼまわった

らしい。その時は発見できず、ڶのはˁ方なく 10NP ᩉれたᐯܡにろうとする。しかしരのฅ

にあるԻれなཚのは、そのஇ後の生きるஓみのԠƼ٣と、それをᢃぶのǨンǸン᪦をかすかに

とらえていた。 
࣏通り܌はԠƼ٣がෞえたあと、残されたǨンǸン᪦をᡙって、ᭌとႝだけになったᏩで૨ڡࢬ

രにᬝけたことだろう。そのᚰਗに、発見時には足のμての༯がはがれ、足ᘻのႝᐎもͻᓸしか

った。11 日᧓の١ዌなえとの᧭いをཋᛖるように、ᐯॸのഫも数本ڂっていた。 
ѣཋのƻたǉきさに々は心たれる。ڡࢬはしぶといཚで、高齢であるにもかかわらずӓܾ፻

日にはǨǵもしっかり食べ、ほǅҞ減したと思われた˳も少しずつってきているという。ǳト

のはじめはҥなるᏮឥтではあるが、その後のኺ過はまさに日本༿名ཚラッシーである。̮じるも

のをൿしてあきらめず、இ後のქ᧓まで៲も心もǅろǅろになっていてもƻたǉきにឥる姿に、人

အ問わずӏぶものがあるであろうか。 
地域医療ನेだの人不足だの、ஹ年の改定だのといった渋い話題でҩਗされたᏯに、ʁ々にџ

気と感ѣ、そしてڤの編ᨼ後記の題をɨえてくれた。ൿしてあきらめなかったいɼとڡࢬに、

心よりॖと感ᜓをᘙしたい。 
                                                     Ტ<�I�Უ 
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